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補足 1

1,大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しへの対応に係る設計及び工事計画 (変更)認可

申請書の概要

.1 概要

本資料は、大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しへの対応として、「核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく設計及び工事計画の手続きを行 うにあたり、「実用発電

用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 (以下「技術基準」という。)」 の各条文のうち今

回の申請対象が適用を受ける条文とそれらのうち適合性の確認が必要となる条文、及び設計及び工

事計画 (変 更)認可申請書 (以下「設工認」とい う。)に添付する書類について整理するものである。

また、上記の整理を踏まえ、設工認の本文 (基本設計方針)及び添付資料の記載概要並びに技術基

準の各条文に対する適合性についても示す。

。 2 設計及び工事の計画における適用条文の整理について

本章では、大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しへの対応に係る設工認について、「技術基

準Jの各条文のうち申請対象が適用を受ける条文とそれらのうち適合性の確認が必要となる条文の

整理を行 う。

申請対象が適用を受ける条文と適合性の確認が必要となる条文の整理結果を第 121表 に示す。

なお、第 1-21表における凡例は以下のとおりである。

【凡例】

○ :適用条文であり、今回の申請で適合性を確認する必要がある条文

△ :適用条文であるが、既に適合性が確認されている条文、又は工事計画に係る内容に影響を受け

ないことが明確に確認できる条文

X:適用を受けない条文

1

1
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第 1外1表 適用条文の整理結果 (1/8)

技術基準規則
適用要否

判 断
理 由

○設計基準対象施設

第 4条

設計基準対象施設の地盤
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに

伴 う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文

の基本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 5条

地震による損傷の防止
×

本申請対象は大山火山の大山生竹>フ ラの噴出規模見直しに

伴 う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文

の基本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 6条

津波による損傷の防止
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに

伴 う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文

の基本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 7条

外部からの衝撃による損傷

の防止

○

大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴う最大層厚

変更により、本条文の基本設計方針に影響があり、本条文に

適合していることの確認が必要であるため、審査対象条文と

なる。

第 8条

立ち入 りの防止
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに

伴 う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文

の基本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 9条

発電用原子炉施設への人の

不法な侵入等の防止

×

本申請対象は大山火山の大山生竹冴フラの噴出規模見直しに

伴 う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文

の基本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 10条

急傾斜地の崩壊の防止
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに

伴 う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文

の基本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 11条

火災による損傷の防止
X

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに

伴 う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文

の基本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

○ :適用条文であり、今回の申請で適合性を確認する必要がある条文

△ :適用条文であるが、既に適合性が確認されている条文、又は工事計

画に係る内容に影響を受けないことが明確に確認できる条文

× :適用を受けない条文
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第 121表  適用条文の整理結果 (2/8)

技術基準規則
適用要否

判 断
理 由

第 12条

発電用原子炉施設内にお

ける冷水等による損傷の

防止

×

本申請対象は大山火山の大山生竹>フ ラの噴出規模見直しに伴 う最

大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基本設計方

針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 13条

安全避難通路等
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴 う最

大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基本設計方

針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 14条

安全設備
X

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴 う最

大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基本設計方

針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 15条

設計基準対象施設の機能
X

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴 う最

大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基本設計方

針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 16条

全交流動力電源喪失対策

設備

X

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴 う最

大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基本設計方

針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 17条

材料及び構造
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴 う最

大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基本設計方

針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 18条

使用中の亀裂等による破

壊の防止

×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴 う最

大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基本設計方

針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 19条

流体振動等による損傷

の防止

×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴 う最

大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基本設計方

針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 20条

安全弁等
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴 う最

大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基本設計方

針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 21条

耐圧試験等
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴 う最

大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基本設計方

針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 22条

監視試験片
×

本申請対象は大山火山の大山生竹冴フラの噴出規模見直しに伴 う最

大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基本設計方

針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 23条

炉心等
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴 う最

大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基本設計方

針に影響がないため、審査対象条文とならない。

○ :適用条文であり、今回の申請で適合性を確認する必要がある条文

△ :適用条文であるが、既に適合性が確認 されている条文、又は工事計

画に係る内容に影
y魯〔ヽを受けないことが明確に確認できる条文

× :適用を受けない条文
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第 1か1表 適用条文の整理結果 (3/8)

技術基準規則
適用要否

判 断
理 由

第 24条

熱遮蔽材
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 25条

一次冷却材
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 26条

燃料取扱設備及び燃料貯蔵

設備

×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 27条

原子炉冷却材圧カバウング

リ

×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 28条

原子炉冷却材圧カバウング

リの隔離装置等

×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 29条

一次冷却材処理装置
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 30条

逆止め弁
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 31条

蒸気タービン
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 32条

非常用炉心冷却設備
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 33条

循環設備等
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 34条

計測装置
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 35条

安全保護装置
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 36条

反応度制御系統及び原

子炉停止系統

×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

○ :適用条文であり、今回の申請で適合性を確認する必要がある条文

△ :適用条文であるが、既に適合性が確認されている条文、又は工事計

画に係る内容に影響を受けないことが明確に確認できる条文

× :適用を受けない条文
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第 1か1表 適用条文の整理結果 (4/8)

技術基準規則
適用要否

判 断
理 由

第 37条

制御材駆動装置
X

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 38条

原子炉制御室等
×

本申請対象は大山火山の大山生竹>フ ラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 39条

廃棄物処理設備等
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 40条

廃棄物貯蔵設備等
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 41条

放射性物質による汚染の防

止

×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 42条

生体遮蔽等
×

本申請姑象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直 しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 43条

換気設備
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 44条

原子炉格納施設
×

本申請対象は大山火山の大山生竹>フ ラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 45条

保安電源設備
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 46条

緊急時対策所
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 47条

警報装置等
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 48条

準用
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

O:適用条文であり、今回の申請で適合性を確認する必要がある条文

△ :適用条文であるが、F、死に適合性が確認されている条文、又は工事計

画に係る内容に影響を受けないことが明確に確認できる条文

× :適用を受けない条文
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第 121表  適用条文の整理結果 (5/8)

技術基準規則
適用要否

判 断
理 由

○重大事故等封処施設

第 49条

重大事故等対処施設の地

盤

×

本申請対象は大山火山の大山生竹冴フラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 50条

地震による損傷の防止
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 51条

津波による損傷の防止
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 52条

火災による損傷の防止
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 53条

特定重大事故等対処施設
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 54条

重大事故等対処設備
○

大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴 う最大層厚変

更により、基本設計方針が見直され、本条文の使用条件 (荷重)

に影響があり、本条文に適合 していることの確認が必要である

ため、審査対象条文となる。

第 55条

材料及び構造
X

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

○

△

×

適用条文であり、今回の申請で適合性を確認する必要がある条文

適用条文であるが、既に適合性が確認 されている条文、又は工事計

画に係る内容に影響を受けないことが明確に確認できる条文

適用を受けない条文
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第 1オ1表 適用条文の整理結果 (6/8)

技術基準規則
適用要否

判 断
理 由

第 56条

使用中の亀裂等による破壊

の防止

×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 57条

安全弁等
X

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 58条

耐圧試験等
×

本申請対象は大山火山の大山生竹>フ ラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 59条

緊急停止失敗時に発電用原

子炉を未臨界にするための

設備

×

本申請対象は大山火山の大山生竹冴フラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 60条

原子炉冷却材圧カバウング

リ高圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備

×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 61条

原子炉冷却材圧カバウンダ

ヅを減圧するための設備

×

本申請対象は大山火山の大山生竹>フ ラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 62条

原子炉冷却材圧カバウング

リ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備

×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 63条

最終ヒー トシンクヘ熱を輸

送するための設備

×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 64条

原子炉格納容器内の冷却等

のための設備

×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 65条

原子炉格納容器の過圧破損

を防止するための設備

×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

○ :適用条文であり、今回の申請で適合性を確認する必要がある条文

△ :適用条文であるが、既に適合性が確認されている条文、又は工事計

画に係る内容に影響を受けないことが明確に確認できる条文

× :適用を受けない条文
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第 121表  適用条文の整理結果 (7/8)

技術基準規則
適用要否

判 断
理 由

第 66条

原子炉格納容器下部の溶

融炉心を冷却するための

設備

×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 67条

水素爆発による原子炉格

納容器の破損を防止する

ための設備

×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 68条

水素爆発による原子炉建

屋等の損傷を防止するた

めの設備

×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 69条

使用済燃料貯蔵槽の冷去「

等のための設備

×

本申請対象は大山火山の大山生竹冴フラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 70条

工場等外への放射性物質

の拡散を抑制するための

設備

×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 71条

重大事故等の収束に必要

となる水の供給設備

×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 72条

電源設備
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 73条

計装設備
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 74条

原子炉制御室
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 75条

監視測定設備
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 76条

緊急時対策所
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

O
△

適用条文であり、今回の申請で適合性を確認する必要がある条文

適用条文であるが、既に適合性が確認されている条文、又は工事計

画に係る内容に影響を受けないことが明確に確認できる条文

適用を受けない条文
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第 121表  適用条文の整理結果 (8/8)

技術基準規則
適用要否

判 断
理 由

第 77条

通信連絡を行 うために必

要な設備

×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

第 78条

準用
×

本申請対象は大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴

う最大層厚変更に係る基本設計方針の変更であり、本条文の基

本設計方針に影響がないため、審査対象条文とならない。

○ :適用条文であり、今回の申請で適合性を確認する必要がある条文

△ :適用条文であるが、F、死に適合性が確認されている条文、又は工事計

画に係る内容に影
y堅いを受けないことが明確に確認できる条文

× :適用を受けない条文
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1 3 設計及び工事の計画における添付書類の整理について

本章では、大山火山の大山生竹テフラの噴出規模見直しへの対応に係る設工認に添付する書類

について「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則Jに基づき整理する。整理結果を第 1

31表に示す。

第 131表 本申請に添付する書類の整理結果 (1/4)

実用発電用原子炉の設置、
運転等に関する規則
別表第二添付書類

添付の要否

(○ ・×)

理 由

○各発電用原子炉施設に共通

送電関係一覧図 × 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

急傾斜地崩壊危険区域内において

行 う制限工事に係る場合は、当該

区域内の急傾斜地の崩壊の防止措

置に関する説明書

× 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

工場又は事業所の概要を明示 した

地形図
× 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

主要設備の配置の状況を明示 した

平面図及び断面図
× 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

単線結線図 × 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

新技術の内容を十分に説明した書

類
× 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

発電用原子炉施設の熱精算図 × 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

熱出力計算書 × 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

発電用原子炉の設置の許可との整

合性に関する説明書
○

設置変更許可の変更内容と本申請内容との整合性を

示す必要であるため添付する。

り,気 中及び排水中の放射性物質の

濃度に関する説明書
× 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

人が常時勤務 し、又は頻繁に出入

する工場又は事業所内の場所にお

ける線量に関する説明書

× 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

発電用原子炉施設の自然現象等に

よる損傷の防止に関する説明書
○

降下火砕物より防護すべき施設を内包する建屋及び

屋外に設置している防護対象施設の技術基準規則第

7条及び第 54条への適合性を示す必要があるため添

付する。
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第 131表 本申請に添付する書類の整理結果 (2/4)

実用発電用原子炉の設置、
運転等に関する規則
別表第二 添付書類

添付の要否

(○・ ×)

理 由

放射性物質により汚染するおそ

れがある管理区域並びにその地

下に施設する排水路並びに当該

排水路に施設する排水監視設備

及び放射性物質を含む排水を安

全に処理する設備の配置の概要

を明示 した図面

× 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

取水口及び放水口に関する説明

圭
× 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

設備別記載事項の設定根拠に関

する説明書
X 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

環境測定装置 (放射線管理用計

測装置に係るものを除く。)の

構造図及び取付箇所を明示した

図面

× 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

クラス 1機器及び炉心支持構造

物の応力腐食割れ対策に関する

説明書

× 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

安全設備及び重大事故等対処設

備が使用される条件の下におけ

る健全性に関する説明書

○

降下火砕物より防護すべき施設を内包する建屋が使

用される条件の下における健全1陛について、技術基

準規則第54条への適合性を示す必要があるため添付

する。

発電用原子炉施設の火災防護に

関する説明書
× 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

発電用原子炉施設の冷水防護に

関する説明書
× 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

発電用原子炉施設の蒸気タービ

ン、ポンプ等の損壊に伴 う飛散

物による損傷防護に関する説明

書

× 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

通信連絡設備に関する説明書及

び取付箇所を明示 した図面
× 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

安全避難通路に関する説明書及

び安全避難通路を明示 した図面

説明書 :×

図面 :×
本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

非常用照明に関する説明書及び

取付箇所を明示した図面

説明書 :×

図面 :×
本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。
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第 卜31表 本申請に添付する書類の整理結果 (3/4)

実用発電用原子炉の設置、運転

等に関する規則

別表第二添付書類

添付の要否

(○ 。×)

理 由

○原子炉冷却系統施設

原子炉冷去日系統施設に係る機器

の配置を明示 した図面及び系統

図

配置図 :×

系統図 :×
本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

蒸気タービンの給水処理系統図 × 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

耐震性に関する説明書 (支持構

造物を含めて記載すること。)

× 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

強度に関する説明書 (支持構造

物を含めて記載すること。)

○

降下火砕物より防護すべき施設を内包する建屋及び

屋外に設置している防護対象施設の技術基準規則第

7条及び第 54条への適合性を示す必要があるため添

付する。

構造図 × 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

原子炉格納容器内の原子炉冷却

材又は一次冷却材の漏えいを監

視する装置の構成に関する説明

書、検出器の取付箇所を明示し

た図面並びに計測範囲及び警報

動作範囲に関する説明書

× 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

蒸気発生器及び蒸気タービンの

基礎に関する説明書及びその基

礎の状況を明示 した図面

× 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

流体振動又は温度変動による損

傷の防止に関する説明書
× 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

非常用炉心冷却設備その他原子

炉注水設備のポンプの有効吸込

水頭に関する説明書

X 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

12



第 131表 本申請に添付する書類の整理結果 (4/4)

実用発電用原子炉の設置、運転

等に関する規則

別表第二添付書類

添付の要否

(○ ・×)

理 由

蒸気タービンの制御方法に関す

る説明書
× 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

蒸気タービンの振動管理に関す

る説明書
× 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

蒸気タービンの冷却水の種類及

び冷去「水として海水を使用 しな

い場合は、可能取水量を記載 し

た書類

X 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

安全弁の吹出量計算書 (バネ式

のものに限る。)

× 本申請に伴い変更がなく、影響がないことから不要。

○「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」 (第九条)

設計及び工事に係る品質マネジ

メン トシステムに関する説明書
○

本申請に伴 う品質管理の方法等のプロセス確認のた

め、添付する。

13



.4 設計及び工事計画 (変更)認可申請書の記載概要について

本章では、 1.2章及び 1.3章の整理を踏まえ、設工認の本文 (基本設計方針)及び添付資料の記載概要を示す。本文の記載概要を

第 1-41表、添付資料の記載概要を第 1牛2表に示す。

第 1-41表 設工認本文の記載概要

第 14-2表 設工認添付資料の記載概要

1

岸
ト

本文の記載概要 (既工認からの変更箇所)

基本設計方針

○ 「第 1章 共通項目 2.3外部からの損傷の防

止 b.火 山」について、最大層厚にかかる記

載を変更する。

要 目表

変更なし

施設の種類

原子炉冷却

系統施設

記載概要

本申請が設置変更許可申請書の基本方針に従った詳細設計であることについて、設置変更

許可申請書本文の変更箇所と設工認本文との整合性により示す。

降下火砕物の層厚変更を踏まえ、想定する降下火砕物に対し、積雪及び風を考慮した場合

においても、施設の安全機能を損なうおそれがないこと説明する。

降下火砕物の層厚変更を踏まえ、重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全

性について説明する。

降下火砕物の層厚変更を踏まえ、降下火砕物より防護すべき施設を内包する建屋及び屋外

に設置している防護対象施設が構造健全性を有することを説明する。

添付資料※

発電用原子炉の設置の許可 との整合

性に関する説明書

発電用原子炉施設の自然現象等によ

る損傷の防止に関する説明書

安全設備及び重大事故等対処設備が

使用される条件の下における健全性

に関する説明書

強度に関する説明書

資料 1

資料 2

資料 3

(資料 6)

資料 4

(資料 14)

※カッコ内の添付資料番号は、設計及び工事計画変更認可申請となる高浜 1・ 2号機の添付資料番号である。



1.5 設計及び工事計画 (変更)認可申請にかかる技術基準則への適合性について

本章では、 1.2章から1.4章までの整理を踏まえ、今回の設計及び工事計画 (変更)認可申請において、適合性の確認が必要となる技術

基準の各条文の適合性を示す。適合性及び適合性を説明する添付資料を第 1-51表に示す。

第 1-卜 1表 技術基準への適合性確認結果

※カッコ内の添付資料番号は、設計及び工事計画変更認可申請となる高浜 1・ 2号機の添付資料番号である。

添付資料※

資料 2,4

(資料 2,14)

資料 2,3,4

(資料 2,6,14)

適合性の確認

設計基準対象施設は、想定される環境条件において、要求される機能を発揮する設計とし

ていることから、本条の規定に適合 していると判断した。

重大事故等対処設備は、想定される環境条件において、要求される機能を発揮する設計と

していることから、本条の規定に適合 していると判断した。

技術基準規則

第 7条

外部からの衝撃による損傷の防止

第 54条

重大事故等対処設備

牌
い



ネ市足 2

構造強度の設計における除灰要員荷重の影響確認について

1.概要

降下火砕物より防護すべき施設を内包する建屋及び屋外に設置している防護対象施

設の構造強度の設計では、30口 を目処に速やかに降下火砕物の除去を行 うこと、また

降灰時には除雪も合せて実施することを保安規定に定め、降下火砕物、積雪及び風によ

る荷重を組み合わせて短期荷重として評価 している。

一方で、設置変更許可での審査会合※1で は、以下の指摘があつたため、考え得る最

大除灰要員荷重を追加 しても、降下火砕物より防護すべき建屋・施設が健全であること

を説明する。

「除灰時にはこれらの荷重に加えて、除灰要員の荷重が施設に作用するため、建屋

及び屋外タンクのうち、裕度が小さいものについては、設工認での詳細設計の際

に除灰作業による荷重を積載荷重として考慮する必要がある。」

※1第 930回 原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 (2020年 12月 15日 )

2,評価対象施設

評価対象施設は最弱部の評価結果の裕度が最も低い設備及び建屋を代表施設として

選定する。代表施設及び最弱部の評価結果を表 1に示す。

表 1.代表施設の評価結果

(a)設備

代表施設 (部位 )

発生応力

(MPa)

許容応力

(MPa)

裕度

(― )

高浜 1号機

燃料取替用水タンク (屋根板 )

248 307 1,23

(b)建屋

代表施設 (部位 )

必要鉄筋量

(mm2/m)

配筋量

(mm2/m)

裕度

(― )

高浜 1号機

ディーゼル建屋 (屋根スラブ)

571 619 1.08
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3 評価方法

「強度に関する説明書」に記載の手順で評価を行 う。施設に作用する荷重には降下火

砕物、積雪及び風に加えて、除灰要員の荷重を考慮するものとし、除灰要員の荷重は

1,000N/m2と する。これは、約 100kgの 除灰要員が lm2毎 に配置されているのと同様な

荷重状態 となる。除灰要員を含めた荷重条件を表 2に示す。

表 2.除灰要員を含めた荷重条件

発電所名
荷重 (雪十火山灰十除灰要員)

(N/m2)

【参考】荷重 (雪十火山灰)

(N/m2)

高浜発電所 8,050 7,050

4.荷重条件の保守性及び実運用について

除灰要員を含めた荷重条件は、実運用と比較 して保守的な評価 となつている。高浜 1

号機のディーゼル建屋の場合、建屋上部の面積は約 500m2でぁり、考慮する除灰要員荷

重は、除灰要員 500人分の荷重に相当する。設置許可の審査における建屋の除灰成立性

の説明資料では、ディーゼル建屋の除灰は 6人を前提 として成立性確認を行つている

(令和 3年 3月 18日 に提出した高浜 1,2号機のまとめ資料「高浜発電所 1,2号炉

新知見への適合状況説明資料 (DNPに対する防護 )」 115ページ)。 なお、高浜 1号機の

燃料取替用水タンク上部の面積は約 95m2で ぁり、考慮する除灰要員荷重は、除灰要員

95人分の荷重に相当するが、建屋よりも面積は小さく、それを超える人数で除灰作業

を行 うことはない。

なお、実際に除灰を行 う場合は、以下の流れで作業を行 うことになる。

①階段等で屋根近傍までアクセスし、屋根に乗る前に屋根近傍から屋根面の除雪・

除灰を行い、足場を確保する。

②その上で屋根全体の除雪、除灰を進めていく。

したがって、堆積した雪及び火山灰の上に除灰要員が乗ることはなく、これらが重畳

することはないが、念のため代表施設を選定し、影響確認を行 うものである。
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5,評価結果

代表施設に除灰要員の荷重を含めて強度評価を行つた結果、裕度 1を下回る施設は

なかつた。評価結果を表 3に示す。したがつて、雪及び火山灰が施設に堆積後、除灰要

員が除灰を行つたとしても施設の健全性は保たれる。

表 3.除灰要員の荷重を含めた評価結果

(a)設備

(b)建屋

※ :強度計算書と同様に保守的な評価基準値 (短期許容引張応力度)か ら算出した値。

本来の許容限界である終局耐力から算出した場合は、1.Hと なる。

代表施設 (部位 )

発生応力

(MPa)

許容応力

(MPa)

裕度

(― )

高浜 1号機

燃料敗替用水タンク (屋根板 )

279 307 1.10

代表施設 (都位 )

必要鉄筋量

(mm2/m)

配筋量

(.lm 2/m)

裕度

(― )

高浜 1号機

ディーゼル建屋 (屋根スラブ)

613 619 1.01※
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補足 3

降下火砕物等堆績時のおける鉛直荷重に対する建物 う構築物の評価手法について

1.概要

本資料は、大山生竹テフラの噴出規模の見直しに伴い実施する降下火砕物等堆積時における鉛直|

荷重に対する建物・構築物 (建屋)の強度評価 (以下、今回設工認での評価)において、層厚変更

による荷重の増加に伴い、簡易な既認可の評価手法では保守的に設定される基準値を超える場合が

あることから、至近の審査実績 (平成 30年 10月 18日 付け原規規発第 1810181号 にて認可された

東海第二発電所工事計画の資料V-3羽町添歩1-7「建屋の強度計算書」)を踏まえて既認可から評価

手法の変更を行うため、評価手法間の比較及び今回設工認での評価手法の説明をするものである。
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2 既認可の評価手法と今回設工認での評価手法の比較

(1)員元認可の評価手法について

既認可の評価手法の概要図を図 1に示す。既認可の評価では、建設時に設計条件とした②設計

時長期荷重 PAが①長期許容応力度に達する荷重を下回ること及び◆岡材の長期許容応力度に対す

る短期許容応力度の比が 1.5(④短期許容応力度に達する荷重が①の 1.5倍)であることから、

②設計時長期荷重 PAに対する、⑥常時作用する荷重及び降下火砕物等堆積による鉛直荷重の和 P

Bの比Pcが、1.5を超えないこと (⑥が⑤l.5PAを超えないこと)を確認することで、間接的に常

時作用する荷重及び降下火砕物堆積等による鉛直荷重により部材に発生する応力が短期許容応

力度を下回ることを確認した。

なお、既認可の評価手法は以下の 2点において大きな保守性を有する評価手法である。

a.許容限界について、降下火砕物堆積時における建屋への要求機能より設定すれば③終局

耐力に達する荷重であるところ、保守的に④短期許容応力度に達する荷重を許容限界と

設定したこと。

b.評価部材の種類や諸元によらず荷重のみで評価できる簡易評価を実施するために、部材

が④短期許容応力度に達する荷重を下回る⑤l.5PAを評価上の基準値としたこと。

以上により、既認可の評価手法は大きな保守性を有するものである。

荷重による評価

③終局耐力に達する荷重
(機能維持限界)

①長期許容応力度
に達する荷重

生.5借

④短期許容応力度
に達する荷重
(許容限界)

1.5倍

く)と .5PA

(評価上命基準イ芭)

②設計時
長期荷重PA ⑥常時作用する荷重及び

F峯下火砕物等堆積による

鉛直荷童の不B PB

長期 F楽下火砕物
堆不費B寺

図 1 既認可の評価手法の概要図

大きな
保守性
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(2)今回設工認での評価手法について

今回設工認での評価手法の概要図を図 2に示す。今回設工認での評価では、降下火砕物による

荷重が増加することから、大きな保守性を有する既認可の評価手法では、降下火砕物堆積時に建

屋が機能を維持できることを確認できない場合がある。

そのため、今回設工認での評価手法においては、至近の審査実績を踏まえて、部材ごとに⑥ '

常時作用する荷重及び降下火砕物等堆積による鉛直荷重の和 PBに より発生する応力が許容限界

を超えないことを直接確認する。

ここで、許容限界は降下火砕物堆積時における建屋への要求機能より設定すれば③'終局耐力

であるところ、今回設工認での評価では、既認可の評価の考え方を踏襲 し、④'短期許容応力度

を評価基準値 とする。

なお、令和 2年 5月 14日 付け原規規発第 2005141号 にて認可された大飯発電所 3号機の設計

及び工事の計画において、評価対象施設に大飯 3・ 4号機の緊急時対策所建屋を追加 したことを

踏まえ、今回設工認の評価対象施設として美浜 3号機及び高浜発電所 1・ 2・ 3・ 4号機の緊急

時対策所建屋を新たに追加 している。美浜 3号機及び高浜発電所 1・ 2・ 3・ 4号機の緊急時対

策所建屋の評価手法についても、他の建屋と同等の構造であることから、上記の手法と同様 とす

る。

応力度による評価 保守性

①
″
長期許容応力度 1.5倍

③
′
終局耐力
(許容限界)

④
′
短期許容応力度
(評価基準値)

⑥
″
常時作用する荷重
及び降下火砕物等堆積
による鉛直荷重の和PB

により発生する応力度
②
″
設計時長期荷重PA

により発生する応力

長期 降下火砕物
堆積時

図 2 今回設工認での評価手法の概要図

(3)評価方法の比較

今回設工認での評価手法は既認可の評価手法と比較すると計算過程は異なるが、常時作用する

荷重及び降下火砕物等 (降下火砕物及び雪)堆積による鉛直荷重により部材に発生する応力等が

短期許容応力度を超えないことを確認するという点では同じである。

a
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3。 今回設工認での評価手法の使用実績

今回設工認での評価手法は、RttN規準等に基づく評価手法並びに員死認可の耐震計算で使用実績の

ある FEMモデルを用いた評価手法を用いる。評価手法の既認可使用実績を表 2に示す。

表 2 評価手法の既認可使用実績

屋根形状 評価手法 員元認可実績の例 *

屋根スラブ RC一 N規準 平成 27年 8月 4日 付け原規規発第

1508041号 にて認可された高浜発電

所第 3号機工事計画の資料 1317

0608「 中央制御室遮蔽の耐震計算

書」のスラブ

ドーム部 FEMことラドアレ 平成 27年 8月 4日 付け原規規発第

1508041号 にて認可された高浜発電

所第 3号機工事計画の資料 1317

75「外部しやへい建屋の耐震計算

書」の ドーム部

*:別紙に員九認可の評価手法を詳細に示す。

4。 まとめ

今回設工認での評価手法は既認可の評価手法と比較すると計算過程は異なるが、常時作用する荷

重及び降下火砕物等堆積による鉛直荷重により部材に発生する応力等が短期許容応力度を超えな

いことを確認するという点では同じである。また、今回設工認での評価手法は規準に基づく手法も

しくは員元認可の耐震計算で使用実績がある手法である。

以  上
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別紙

評価手法の既認可実績の例

1.屋根スラブ

(1)既認可実績

平成 27年 8月 4日 付け原規規発第 1508041号 にて認可された高浜発電所第 3号機工事計画の

資料 13170608「 中央制御室遮蔽の耐震計算書」より抜粋 して示す。

(2)解析 モ デ ル ※

こで示すモデル化範囲は屋根スラブではないが、降下火砕物に対する屋根スラブの評価 と同様

、鉛直荷重に対する評価を実施 したスラブである。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

ン
」

に

※
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(3)応力の解析方法

(1)応力解析方法

a.荷重ケース

作用荷重のうち地震荷重は、固定荷重及び積載荷重と同じ下向きに作用する場合に

生じる応力が最大となるため、地震荷重は鉛直下向きの場合のみ考慮する。

b.入力荷重の算出方法

長期荷重時の端部モーメン ト、中央モーメン ト及びせん断力を鉛直震度により係数

倍することで入力荷重を算出する。なお、長期荷重時の端部モーメント、中央モーメ

ン ト及びせん断力は 「RC規準」に準拠 して算出する。長期荷重時の端部モーメン ト、

中央モーメン ト及びせん断力を第 4-23表、鉛直震度より算出した端部モーメン ト、

中央モーメン ト及びせん断力を第 4-24表 に示す。

・短辺の端部モーメン ト(Mxl)

推1-亀晦・み2

・短辺の中央モーメン ト(Mx2)

銑2=浩〃ゴみ2

・短辺のせん断力 (Qxl)

9xl=0,52・ ,7・ み

。長辺の端部モーメン ト(Myl)

峰1_義″み2

・長辺の中央モーメン ト(My2)

埒2=島″・み2

・短辺のせん断力 (Qyl)

Ъ =Q46″4

(注)RC規準に基づく応力の算出方法を別図 1に示す。
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(4)断面の評価方法

(2)断面の評価方法

床スラブの断面の評価に用いる応力は、地盤剛性の不確かさを考慮 した地震応答解析

による応答値を地震荷重とした応力解析により算出する。

Ss地震時について、曲げモーメン トに対 しては、「RC N規準」に基づいて算定した必

要鉄筋量が配筋量を超えないことを確認する。面外せん断力については、「RC N規準」に

基づいて求めた許容せん断力を超えないことを確認する。
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2.ドーム部

(1)既認可実績

平成 27年 8月 4日 付け原規規発第 1508041号 にて認可された高浜発電所第 3号機工事計画

の資料 1317特5「外部しやへい建屋の耐震計算書」より抜粋 して示す。

(2)解析モデル

枠口みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

27



(3)応力の評価方法

(1)Sd地震時に対する評価

Sd地震時に対する評価は、 ドーム部及びシリンダー部について 3次元 FEMモデルを用いた

弾性応力解析によることとし、地震力と地震力以外の荷重の組合せの結果、発生する応力が、

「RC N規準」等を参考に設定した許容限界を超えないことを確認する。

(4)断面の評価方法

(1)Sd地震時及び Sd地震時+温度

軸力、曲げモーメン ト及び面内せん断力については、必要鉄筋量が配筋量を超えない

ことを確認する。必要鉄筋量 (A)は 、「RC N規準」に基づき、各要素の縦方向と横方向の

軸力と曲げモーメン トに対して必要となる片側鉄筋量 (At)を柱の許容応力度設計式を

用いて算定し、これと面内せん断力に対 して必要となる全鉄筋量 (As)(面内せん断力は

すべて鉄筋で負担)よ り、下式によつて算定する。

A=(2At+As)/2

面外せん断力については、「RC N規準」に基づいて求めた短期許容せん断力を超え

いことを確認する。
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ネ甫足 4

緊急時対策所建屋 (美浜発電所 3号機、高浜発電所 1・ 2・ 3・ 4号機)の腐食設計について

今回設工認においては、降下火砕物の層厚変更に伴 う影響を受ける封象として、影響因子のうち「構

造物への荷重」を選定し、建屋の強度評価を行っている。今回設工認において新たに強度評価を追力日し

た緊急時対策所建屋 (美浜発電所 3号機、高浜発電所 1・ 2・ 3・ 4号機)の腐食に対する設計につい

ては、その他の防護すべき施設を内包する建屋 と同様に、次のとお りとする。

(緊急時対策所建屋の腐食に対する設計)

緊急時対策所建屋 (美浜発電所 3号機、高浜発電所 1・ 2・ 3・ 4号機)は、想定する降下火砕物に

よる腐食に対し、塗装等により降下火砕物と施設を接触させないこと又は運用等により、建屋が降下

火砕物より防護すべき施設を内包し、建屋によつて内包する防護すべき施設に降下火砕物を接触させ

ない機能を維持するため、外装の塗装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計としている。

また、降灰時の点検、並びに日常保守管理について保安規定に定めることで長期的な腐食が進展 し

ない設計としている。

以上
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補足 5

設置許可との整合性について

1.概要

本資料は、自然現象 (火 山)に対して本設工認の基本設計方針と既許可との整合性に

ついて説明するものである。

2.員元許可との整合性

員元許可では層厚変更に伴い設置許可の変更箇所を網羅的に確認 した結果※1、
層厚以

外の記載は変更不要と整理 している。したがつて、設工認においても層厚変更に伴い変

更が必要となる箇所は層厚のみとなる。

設置許可と設工認の基本設計方針の対比表を別紙 1に示す。

なお、設置許可と設工認の記載が同等の箇所には、実線のアンダーラインで明示する。

表記等が異なる場合には石皮線のアンダーラインを引くとともに、設置許可と設工認が

整合 していることを明示 している。

別紙 1の対比表に示す通り、許可を受けた内容が設工認の基本設計方針に反映され、

設置許可と設工認の基本設計方針が整合していることを確認した。

※ 1:高浜発電所 3,4号炉 新知見への適合状況説明資料 (DNPに対する防護)P68～ 91
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別紙 1

高浜発電所 3,4号機 設置許可との整合性

設置変更許可申請書 (本文) 設置変更許可申請書 (添付書類人)該当事項 工事の計画 該当事項 整合性 備  考

(3)そ の他の主要な構造

(1)本 原子炉施設は、 (1)耐震構造、 (2)耐津波構造に加え、以

下の基本的方針のもとに安全設計を行 う。

a.設 計基準対象施設

(a)外部からの衝撃による損傷の防止

①安全施設 lまと発電所敷地で想定される③洪水二鳳 (台風)、

竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑 り、火山の影響、生物学

的事象、森林火災、高潮の自然現象 (地震及び津波を除く。)又

はその組合せに遭遇 した場合において、自然現象そのものがも

た らす環境条件及びその結果 として施設で生 じ得る環境条件

においても、 うことのない設計とする。

<中略 >

また、自然現象の組合せにおいては、 (台風)、 積雪、火

山及び地滑 りによる荷重Ω組合せを設計上考慮する。_

1.安全設計

1.1 安全設計の方針

1.1.1 安全設計の基本方針

1.1.1.4 外部からの衝撃

安全施設は、発電所敷地で想定される洪水、風 (台風)、 竜巻、

凍結、降水、積雪、落雷、地滑 り、火山の影響、生物学的事象、森

林火災、高潮の自然現象 (地震及び津波を除く。)又はその組合せ

に遭遇 した場合において、自然現象そのものがもたらす環境条件

及びその結果として施設で生 じ得る環境条件においても、安全機

能を損なうことのない設計 とする。

<中略 >

また、自然現象の組合せにおいては、風 (台風 )、 積雪、火山及

び地滑 りによる荷重の組合せを設計上考慮する。

【原子炉冷去口系統施設】

(基本設計方針) 「共通項目」

2.自 然現象

2.3 外都からの衝撃による損傷の防止

2.3.1 設計基準姑象施設及び重大事故等姑処施設

①設計基準姑象施設は、外部からの衝撃のうち自然現象による損傷の防止

において、発電所敷地で想定される風 (台風)、 竜巻、凍結、降水、積雪、落

雷、地滑り、火山、生物学的事象、森林火災、高潮の自然現象 (地震及び津

波を除く。)又は地震、津波を含む組合せに遭遇した場合において、自然現象

そのものがもたらす環境条件及びその結果として施設で生じ得る環境条件

について②その安全サ性を損なうおそれがある場合は、防護措置、基礎地盤の

改良その他、供用中における運転管理等の運用上の適切な措置を講じる。

地震及び津波を含む自然現象の組合せにおいて、③火山については積雪と

風 (台風)、 地震 (Ss)については積雪、基準津波については地震 (Sd)と 積

雪の荷重を、施設の形状、配置に応 じて考慮する。

地震、津波と風 (台風)の組合せについても、風荷重の影響が大きいと考

えられるような構造や形状の施設については、組合せを考慮する。

また、地滑 りの影響を受ける団体廃棄物貯蔵庫においては、④風 (台風)、

積雪及び地滑 りによる荷重の組合せを施設の形状、配置に応 じて考慮する。

組み合わせる積雪深、風速の大きさはそれぞれ建築基準法を準用 して垂直

積雪量 100cm、 基準風速 32m/sと し、地震及び津波と組み合わせる積雪深に

ついては、建築基準法に定められた平均的な積雪荷重を与えるための係数

0.35を 考慮する。

<中略 >

2.3.1,1 外部からの衝撃より防護すべき施設

設計基準対象施設が外部からの衝撃によりその安全性を損なうことがな

いよう、外部からの衝尊嘗より防護すべき施設は、設計基準対象施設のうち、

「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針Jで規

①工事の計画の 「設計基

準姑象施設Jは、設置変更

許可申請書 (本文)の 「安

全施設」を含んでお り整

合 している。

②工事の計画では、安全

性を損な うおそれがある

場合、措置を講 じること

で安全機能を損なわない

設計としている。

③工事の計画では、地震

及び津波を含めて自然現

象の組合せを網羅的に検

討 し組み合わせを決定 し

てお り、設置変更許可申

請書 (本文)の 内容を含ん

でお り整合 している。
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高浜発電所 3, 4号機 設置許可との整合性

設置変更許可申請書 (本文) 設置変更許可申請書 (添付書類人)該当事項 工事の計画 該当事項 整合1性 備  考

上記に加え、①重要安全施設lまと科学的技術的知見を踏まえ、

当該①重要安全施設に大きな影響を及ばすおそれがあると想

定される自然現象により当該①重要安全施設に作用する②負

豊丞0設乱基斐事・古文吐に生ゴn応えを、そ虹 ‐ の旦期 傲

螢 乱也変ヒ生登遠二【と鍾七刀l二組み金つ童る._

<中略>

上記に加え、重要安全施設は、科学的技術的知見を踏まえ、当

該重要安全施設に大きな影夕魯
hを及ぼすおそれがあると想定される

自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事

故時に生 じる応力を、それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮

して、適切に組み合わせる。

<中略>

定されているクラス 1及びクラス 2に該当する構築物、系統及び機器 (以下

「防護対象施設」とい う。)と する。

また、防護対象施設の防護設計については、外部からの衝撃により防護姑

象施設に波及的影響を及ぼすおそれのある防護対象施設以外の施設につい

ても考慮する。さらに、重大事故等対処設備についても、外部からの衝撃よ

り防護すべき施設に含める。

2.3.1.2 設計基準事故時及び重大事故等時に生じる応力との組合せ

科学的技術的知見を踏まえ、①防護対象施設及び屋内の重大事故等紺処設

備の うち、特に自然現象 (地震及び津波を除く。)の影響を受けやすく、かつ、

代替手段によつてその機能の維持が困難であるか、又はその修復が著しく困

難な構築物、系統及び機器に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される

自然現象 (地震及び津波を除く。)に より作用する②衝撃は設計基準事故時及

び重大事故等時に生 じる応力と重なり合わない設計とする。

①クラス 1及びクラス 2

に該当する構築物、系統

及び機器を防護対象施設

としてお り、重要安全施

設を包含 しているため整

合 している。

② 自然現象による衝撃と

設計基準事故時に生 じる

応力が重ならないことを

確認 してお り、整合 して

いる。
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高浜発電所 3, 4号機 設置許可との整合性

設置変更許可申請書 (本文) 設置変更許可申請書 (添付書類人)該当事項 工事の計画 該当事項 整合llナヒ 備 考

(a2)①安全施設は、発電所の運用期間中において発電所の②

安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として設定した最大層

厚 27cm、 粒径 1■lln以下、密度 0.7FF/Cm3(章乞犯庭北尺命重)-1.5買 /cm3

(湿潤状態)の降下火砕物に対 し、

(3)そ の他の主要な構造

b.重大事故等対処施設

(c31)環 境条件

■三上堂gま重大事ユ警豊杢生した揚全二捷 lす

謬 剪彎 立を墜ま上ナー戸土丞 五庭 挫従つど蓮 幽

皇【卿 笙 【型震と墨 _∽ lttRlェ竜仝と員雪ェ込

山σ渥鋒鞘_に主全竜重童麦慮する壁_

1.9 火山防護に関する基本方針

1.9,1 設計方針

1.9。 1,1 概要

安全施設 lまと火山事象に対 して、原子炉施設の安全′性を確保す

るために必要な機能 (以下「安全機能」とい う。)を損なうことの

ない設計とする。このため、「添付書類六 8.火山」で評価 し抽出

された発電所に影響を及ぼし得る火山事象である降下火砕物によ

る直接的影響及び間接的影響について評価を行 うとともに、降下

火砕物により安全施設が安全機能を損な うことのない設計 とす

る。

1.1,7重 大事故等封処設備に関する基本方針

1.1.7.3 環境条件等

(1)環境条件

貞重生 堂gょ重大事塑等盆と生した揚金生お l'

軽 例⊇ ユオこアPttk艶と査I丞 皿 」警と度FIど廼 倒

えて自然現象 (地震、風 (台風)、 竜巻、積雪、火

山σ漂窪勲_咀土全拉重童覧慮す /oα
_

【原子炉冷却系統施設】

(基本設計方針) 「共通項目」

2.自 然現象

2.3 外部からの衝撃による損傷の防止

2.3.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設

2   3.  1.  3  設言十方針

(1)自 然現象

b.火山

①防護対象施設 lま と発電所の運用期間中において②安全性に影響を及ぼし

得る火山事象として設置 (変更)許可を受けた降下火砕物の特1性 を設定し、

その降下火砕物が発生 した場合においても、防護紺象施設が安全機能を損な

うおそれがない設計とする。

重大事故等対処設備は、「5.1.1.5環 境条件等Jを考慮した設計とす

る。

なお、定期的に新知見の確認を行い、新知見が得られた場合に評価するこ

とを保安規定に定める。

5,1.1.5 環境条件等

A三生堂gま重ブく事豊等D主控 しナ始 三お lサ 0兵班 力を変と

えた圧力、温度、機械的荷重に加えて自然現象 (地震、風 (台風)、

竜巻、積雪、火山の影響)に よる荷重を考慮する。

①安全施設を含む設計基

準対象施設の うちクラス

1及び 2に該当する構築

物、系統及び機器を、安全

性を損なわないために外

部からの衝撃より防護す

る「防護対象施設」とし、

姑象施設を設置変更許可

申請書 (本文)よ り具体的

に記載 してお り整合 して

いる。

②工事の計画では、安全

性を損なわないための措

置を講 じることで、安全

機能を損なわない設計 と

してヤヽる。

重大事故等封処設備 も設

計基準紺象施設 と同様の

設計としている。
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高浜発電所 3,4号機 設置許可との整合性

設置変更許可申請書 (本文) 設置変更許可申請書 (添付書類人)該当事項 工事の計画 該当事項 整合性 備  考

(3)そ の他の主要な構造

c,特定重大事故等対処施設

(b31)環境条件

立三生し【は握到囁抗勁皇屋笠全二2敬重壁基登

柳 釘髪磁望拠ΩZニツグブヽl≧ よ/p銚

事故等が発生した場合における環境圧力を踏まえ

た圧力、温度及び機械的荷重に加えて自然現象 (地

震、_昼 (台風)と 童遊、_積雪及び基山Ω影響養丘き

全菅重を童底童孔 _

1.1.8特定重大事故等紺処施設に関する基本方針

1.1.8,3環境条件等

(1)環境条件

■重生 しKは冤子ナ戸範切笙屋隻全2故意にと登

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大

事故等が発生した場合における環境圧力を踏まえ

た圧力、温度及び機オォ友的荷重に加えて自然現象 (地

震、風 (台風)、 竜巻、積雪及び火山の影響)に よ

る荷重を考慮する。

(a)防護設計における降下火砕物の特性の設定

設計に用いる降下火砕物は、設置 (変更)許可を受けた最大層厚 27cm、 粒

径 lHlm以下、密度 0.7g/cm3(乾 燥状態)～ 1.5質/cm3(湿潤状態)と 設定す

る。

(b)降下火砕物に対する防護対策

降下火砕物の影響を考慮する施設は、降下火砕物による「直接的影響」及

び「間接的影響」に対して、以下の適切な防護措置を講 じることで安全機能

を損なうおそれがない設計とする。

<中略 >

2.3.2 特定重大事故等対処施設

特定重大事故等紺処施設は、外部からの衝撃による損傷の防止において、想

定される自然現象 (地震及び津波を除く。)及び人為事象に姑して、「5.1.

2.2 多様′性、位置的分散等J、 「5,1.2.3 悪影響防止等」及び「5,

1.  2.  5 環境条件等」の基本設計方針に基づき、必要な機能が損なわれる

ことがないよう、防護措置その他の適切な措置を講 じる。

5 1.2.5 環境条件等

荷重 としては原子炉補助建屋等への故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる重大事故等が発生 した場合における環境

圧力を踏まえた圧力、温度及び機械的荷重に加えて自然現象 (地震、

風 (台風)、 竜巻、積雪及び火山の影響)に よる荷重を考慮する。

特定重大事故等紺処施設

も設計基準対象施設 と同

様の設計としている。
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高浜発電所 3,4号機 設置許可との整合性

設置変更許可申請書 (本文) 設置変更許可申請書 (添付書類人)該当事項 工事の計画 該当事項 整合′性 備 考

その直接的影響である①構造物への②艶的負芭k比し二

安全裕度を有する設計とすること、

1,9。 1.6 設計紺象施設の設計

19.1.61 直接的影響に紺する設計方針

直接的影響については、設計紺象施設の構造や設置状況等 (形

状、機能、外気吸入や海水通水の有無等)を考慮 し、想定される

各影響因子に射 して、影響を受ける各設計対象施設が安全機能を

損なうことのない設計とする。

(1)荷重

a.構造物への静的負荷

設計対象施設のうち、構造物への静的負荷を考慮すべき施設

は、以下に示すとお り、降下火砕物が堆積 しやすい屋根構造を

有する建屋及び屋外施設である。

・外部 しゃへい建屋、外周建屋、燃料取扱建屋、原子炉補助

建屋、中間建屋、ディーゼル発電機建屋、燃料取替用水タ

ンク建屋

・復水タンク、海水ポンプ

当該施設の許容荷重が、降下火砕物による荷重に対 して安全

答度を有することにより、構造健全′性を失わず安全機能を損な

うことのない設計とする。

<中略>

1.9。 1.5。 1直接的影響囚子

<中略>

c。 その他の自然現象の影響を考慮 した荷重の組合せ

降下火砕物と火山以外の自然現象の組合せについては、荷

重の影響において、降下火砕物、風 (台風)及び積雪による

組合せを考慮する。

【原子炉冷却系統施設 I

(基本設計方針) 「共通項 目J

2 自然現象

2.3 外部からの衝撃による損傷の防止

2.3.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設

2.  3,  1,  3  設言十方針

(1)自然現象

b.火山

イ.直接的影響に対する設計方針

(イ )構造物への②荷重

①防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス

3(発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類)に属する施設 (以

下「クラス 3に属する施設」という。)の うち、屋外に設置されている施

試上上∝咀堕護対象勉説そ史包切蜘 彪堕ち重 の施説上堕藍す /箋奎蜃

で、降下火砕物が堆積 しやすい屋根構造を有する施設については、降下火

砕物を除去することにより、短期的な荷重に対して安全機能を損なうおそ

れがないよう②許容荷重ノJi降下火砕物、_サ∃二【台風准及び積雪とこよる組合せ

を考慮 した荷重に対 して安全裕度を有する設計≧する。

なお、荷重により構造健全J性 を失わないよう、降灰時には当該施設に堆

積する降下火砕物を除去することを保安規定に定める。

屋内の重大事故等対処設備については、環境条件を考慮 して降下火砕物

による短期的な荷重により機能を損なわないように、降下火砕物による組

合せを考慮 した荷重に射 し安全裕度を有する建屋内に設置する設計 とす

る。

屋外の重大事故等紺処設備については、環境条件を考慮 して降下火砕物

による荷重により機能を損なわないように、降下火砕物を除去することに

より、重大事故等紺処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損

なわれるおそれがない設計とする。

なお、必要な機能が損なわれるおそれがないよう、降灰時には屋外の重

大事故等対処設備に堆積する降下火砕物を除去することを保安規定に定

める。

①工事の計画の①は、設

置変更許可申請書 (本文 )

の「構造物」を具体的に記

載 してお り整合 してい

る。

②工事の計画の②は、設

置変更許可申請書 (本文)

の「静的負荷」に加え、風

(台風)による荷重 も考

慮 していることから整合

している。
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高浜発電所 3, 4号機 設置許可との整合性

設置変更許可申請書 (本文) 設置変更許可申請書 (添付書類ノ()該当事項 工事の計画 該当事項 整合性 備  考

水循環系の開塞に紺 して狭崎部等が閉塞 しない設計 とす

ること、

換気系、電気系及び計装制御系に姑する機械的影響 (閉塞 )

に対 して①降下火砕物が侵入 しにくい設計とすること、

(2)閉塞

a.水循環系の閉塞

<中略>

降下火砕物は粘土質ではないことから水中で固ま り閉塞す

ることはないが、当該施設は、降下火砕物の粒径 (最大 lHlm)

に射 し十分大きな流水部を設けることにより、流路及びポンプ

軸受部の狭降部等が閉塞 しない設計とする。

b.換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響 (閉塞 )

<中略>

各施設の構造上の姑応 として、海水ポンプ (海水ポンプモー

タ)は開口部を全閉構造とすること、ディーゼァレ発電機機関、

ディーゼル発電機消音器及び換気空調設備は開口部を下向き

の構造とすること、また主蒸気逃がし弁消音器、主蒸気安全弁

排気管等のその他の施設については開口部や配管の形状等に

より、降下火砕物が流路に侵入した場合でも閉塞 しない設計と

する。

また、設備紺応 として、外気を取 り入れる換気空調設備及び

ディーゼル発電機消音器にそれぞれフィルタを設置すること

により、フィルタより大きな降下火砕物が内部に侵入 しにくい

設計とし、さらに降下火砕物がフィルタに付着 した場合でも取

替えが可能な構造とすることで、降下火砕物により閉
~基

しない

設計とする。

主蒸気逃がし弁又は主蒸気安全弁は、開口部に降下火砕物が

侵入 した場合でも消音器や配管の形状により閉塞 しにくい設

計とし、また仮に弁出口配管内に降下火砕物が侵入 し堆積 した

場合でも、弁の吹き出しにより流路を確保 し閉塞 しない設計と

する。

ディーゼル発電機機関は、フィルタを通過 した小さな粒径の

降下火砕物が侵入 した場合でも、降下火砕物により閉塞 しない

設計とする。

格納容器排気筒及び補助建屋排気筒は、排気により降下火砕

物が侵入 しにくい設計とし、降下火砕物が侵入 した場合でも、

排気筒の構造から排気流路が閉塞 しない設計とする。また、降

下火砕物が侵入 した場合でも、排気筒内部の点検、並びに状況

に応 じて除去等の対応が可能な設計とする。

(口 )閉塞

i.水循環系の開塞

防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス 3

に属する施設のうち、屋外に開口してお り降下火砕物を含む海水の流路と

なる施設について、降下火砕物の粒径より大きな流水部を設けることによ

り、水循環系の狭除部が閉塞 しない設計とする。

なお、降下火砕物により水循環系が閉塞 しないよう、降灰時には点検を

行い、状況に応 じてス トレーナを洗浄することを保安規定に定める。

五.換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響 (閉塞 )

防護姑象施設、防護対象施設に影響を及ぼす可含}性のあるクラス 3に属

する施設及びその他の施設のうち、屋外に開日してお り降下火砕物を含む

空気の流路となる換気空調系 (外気取入口)については、①開田部を下向

きの構造とすること、またフィルタを設置することにより降下火砕物が侵

入 しにくい構造とし、降下火砕物により閉塞しない設計とする。

換気空調系以外の降下火砕物を含む空気の流路となる施設についても、

①降下火砕物が侵入 しにくい構造、又は降下火砕物が侵入 した場合でも、

降下火砕物により流路が閉塞 しない設計とする。

なお、降下火砕物により閉塞しないよう、降灰時には点検を行い、状況

に応 じて換気空調系のフィルタの清掃や取替えの実施について保安規定

に定める。

①工事の計画の①は設置

変更許可申請書 (本文)の

①を具体的に記載してお

り整合している。
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高浜発電所 3, 4号機 設置許可との整合性

設置変更許可申請書 (本文 ) 設置変更許可申請書 (添付書類人)該当事項 工事の計画 該当事項 整合性 備  考

水循宋系の内部における磨耗及び換気系、電気系及び計装

制御系に対する機械的影響 (磨耗)に対 して磨耗 しにくい設

計 とすること、

構造物の化学的影響 (腐食 )、 水循環系の化学的影響 (腐

食)及び換気系、電気系及び計装制御系に対する化学的影響

(腐食)に対 して短期での腐食が発生 しなぃ設計とするこ

と、

(3)磨耗

a.水循環系の内部における磨耗

<中略>

降下火砕物は砂よりも硬度がイ氏くイゝろい ことか ら磨耗 1こ よ

る暑′遊竪ケ士ノ|ヽ 六い _ヽとナ‐導 つ し、イ l十 際 廊和寺∩ 聴 卿 I占 ナ合

その後の 日常保守管理により、状況に応 じて補修が可能であ

り、磨耗により安全機能を損なうことのない設計とする。

b.換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響 (磨耗 )

<中略>

降下火砕物は砂よりも硬度が低くもろいことから、磨耗の影響

は/1ヽ さい。

構造上の対応として、開口部を下向きとすることにより侵入 し

にくい構造とし、仮に当該施設の内部に降下火砕物が侵入 した場

合でも耐磨耗性のある材料を使用することにより、磨耗により安

仝縫能舟ヤロなうことの′Iヽ ▼ 設ヽ 計 ル十 る ^

設備紺応 として、外気を取 り入れる換気空調設備及びディーゼ

ル発電機消音器にそれぞれフィルタを設置することにより、フィ

ルタより大きな降下火砕物が内部に侵入 しにくい設計とし、また

換気空調設備においては、前述のフィルタの設置、さらに外気取

入ダンパの閉止、換気空調設備の停止又は閉回路循環運転により、

建屋内への降下火砕物の侵入を防止することが可能な設計とする

(4)腐食

a,構造物の化学的影響 (腐食)

<中略>

金属腐食研究の結果より、降下火砕物によつて直ちに金属腐食

を生じないが、外装の塗装等によつて短期での腐食により安全機

能を損なうことのない設計 とす るぃなお、降灰後の長期的な腐食

の影響については、日常保守管理等により、状況に応 じて補修が

可能な設計とする

(ハ)磨耗

i.水循環系、換気系、電気系及び計装制御系に姑する機械的影響 (磨耗 )

防護紺象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス 3

に属する施設のうち、屋外に開口してお り降下火砕物を含む海水の流路と

なる施設、並びに屋外に開口又は屋内の空気を機器内に取 り込む機構を有

し、かつ招動部を有する換気系、電気系及び計装制御系の施設については、

降下火砕物に対 し機能を損なうおそれがないよう、降下火砕物が侵入 しに

くい構造とすること又は磨耗 しにくい材料を使用することにより、磨耗 し

にくい設計とする。

なお、磨耗が進展 しないよう、降灰時には水循環系、換気空調系のフィ

ルタの,点検を行ない、状況に応 じて清掃、取替え、並びに開回路循環運転

等の実施について保安規定に定める。

(二)腐食

i.構造物の化学的影響 (腐食)

防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス 3

に属する施設のうち、屋外に設置 している施設並びに防護対象施設を内包

し降下火砕物からその施設を防護する建屋については、耐食性のある塗装

を実施することにより、降下火砕物により短期的に腐食が発生しない設計

とする。

なお、長期的な腐食の影響が生じないよう、降灰時には日常保守管理に

おける点検並びに状況に応 じた塗装の実施について保安規定に定める。

屋内の重大事故等対処設備については、降下火砕物による短期的な腐食

により機能を損なわないように、耐食性のある塗装を実施 した建屋内に設

置する設計とする。

屋外の重大事故等対処設備については、降下火砕物を除去することによ

り、降下火砕物による腐食に対 して重大事故等姑処設備の重大事故等に紺

処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。
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高浜発電所 3,4号機 設置許可との整合性

設置変更許可申請書 (本文) 設置変更許可申請書 (添付書類人)該当事項 工事の計画 該彗事項 整合性 備 考

発電所周辺の大気汚染に対 して中央制御室の換気空調系

は降下火砕物が侵入 しにくく、さらに外気を遮断できる設計

とすること、

b,水循環系の化学的影響 (腐食)

<中冊各>

金属腐食研究の結果より、降下火砕物によつて直ちに金属腐食

を生じないが、耐食性のある材料の使用や塗装の実施等によつて、

腐食によ り安全機能を損な うことのない設計 とす る。なお、降灰

後の長期的な腐食の影響については、日常保守管理等により、状

況に応 じて補修が可能な設計とする。

c.換気系、電気系及び計装制御系に姑する化学的影響 (腐食 )

<中略>

金属腐食研究の結果より、降下火砕物によつて直ちに金属腐食

を生じないが、塗装の実施等によつて、腐食により安全機能を損

なうことのない設計とする。なお、降灰後の長期的な腐食の影響

については、日常保守管理等により、状況に応 じて補修が可能な

設計とする。

(5)大気汚染

a。 発電所周辺の大気汚染

降下火砕物により汚染された発電所周辺の大気が、中央制御室

空調装置の外気取入口を通 じて中央制御室に侵入 しないよう、外

気取入口のガラリを下向きの構造とし、さらに平型フィルタを設

置することにより、降下火砕物が外気取入口に到達 した場合であ

ってもフィルタより大きな降下火砕物が内部に侵入 しにくい設計

とする。

これに加えて下流側にさらに細かな粒子を捕集可能な粗フィル

タを設置 していることから、降下火砕物の侵入に射 して他の換気

空調設備に比べて高い防護性能を有しているが、仮に室内に侵入

した場合でも降下火砕物は微量であり、粒径は極めて細かな粒子

である。

また、中央制御室空調装置については、外気取入ダンパの閉止

及び閉回路循嘉運転を可能とすることにより、中央制御室内への

降下火砕物の侵入を防止すること、さらに外気取入遮断時におい

て室内の居住性を確保するため、酸素濃度及び二酸化炭素濃度の

影響評価を実施することにより、安全機能を損なうことのない設

なお、長期的な腐食の影響が生 じないよう、降灰時には屋外の重大事故

等対処設備に堆積する降下火砕物を除去することを保安規定に定める。

こ.水循環系の化学的影響 (腐食)

防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス 3

に属する施設のうち、屋外に開口しており降下火砕物を含む海水の流路と

なる施設については、耐食性のある材料の使用や塗装を実施することによ

り、降下火砕物により短期的に腐食が発生しない設計とする。

なお、長期的な腐食の影響が生じないよう、降灰時には日常保守管理に

おける点検並びに状況に応 じた塗装の実施について保安規定に定める①

五.換気系、電気系及び計装制御系に姑する化学的影響 (腐食 )

防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス 3

に属する施設のうち、屋外に開口しており降下火砕物を含む空気の流路と

なる施設については、耐食性のある塗装を実施することにより、降下火砕

物により短期的に腐食が発生しない設計とする。

なお、長期的な腐食の影響が生じないよう、降灰時には日常保守管理に

おける点検並びに状況に応 じた塗装の実施について保安規定に定める。

(ホ)発電所周辺の大気汚染

防護紺象施設、防護紺象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス 3に属

する施設及びその他の施設の うち、中央制御室換気空調系については、降

下火砕物が侵入 しにくい構造 とし、さらにフィルタを設置することによ

り、降下火砕物が中央制御室に侵入 しにくい設計とする。

なお、外気を遮断し降下火砕物の侵入による中央制御室の大気汚染を防

止するため、降灰時には閉回路循環運転の実施について保安規定に定め

る。

【放射線管理施設】

(基本設計方針)

2 換気装置、生体遮蔽装置

2.2 換気設備

<中略>

中央制御室空調装置は、重大事故等時を含む事故時において、微粒子フィ

ルタ及びよう素フィルタを内蔵 した中央制御室非常用循環フィルタユニッ

ト並びに中央制御室非常用循環ファンからなる非常用ラインを設け、外気 と
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高浜発電所 3, 4号機 設置許可との整合性

設置変更許可申請書 (本文) 設置変更許可申請書 (添付書類人)該当事項 工事の計画 該当事項 整合性 備 考

計装盤の絶縁低下に封して空気を取り込む機構を有する

計装盤の設置場所の換気空調系は降下火砕物が侵入しにく

く、さらに①外気を遮断できる訟試とすることにより、

計 とす る。

(6)絶縁低下

a.計装盤の絶縁低下

計装盤のうち、空気を取 り込む機構を有する安全保護系計装盤

については、屋内に侵入 した降下火砕物を取 り込むことによる影

響を考慮する。

当該機器の設置場所は安全補機開閉器室空調装置にて空調管理

されてお り、本換気空調設備の外気取入 口には平型フィルタを設

置 し、これに加えて下流側にさらに細かな粒子を捕集可能な粗フ

ィルタを設置 していることから、降下火砕物の侵入に対 して他の

換気空調設備に比べて高い防護性能を有しているが、仮に室内に

侵入 した場合でも降下火砕物は微量であり、粒径は極めて細かな

粒子である。

また、本換気空調設備については、外気取入ダンパの閉止及び

閉回路循環運転を可能とすることにより、安全補機開閉器室内ヘ

の降下火砕物の侵入を防止することが可能である。

これ らフィルタの設置により侵入に姑する高い防護性能を有す

ること、また外気取入ダンパの閉止及び閉回路循環運転による侵

入防止が可能な設計 とすることにより、降下火砕物の付着による

絶縁低下による影響を防止 し、安全保護系計装盤の安全機能を損

なうことのない設計とする。

の連絡口を遮断し、中央制御室非常用循環フィルタユニットを通る閉回路循

環方式を構成することにより、運転員を被ばくから防護する設計とする。

【原子炉冷却系統施設】

(基本設計方針) 「共通項 目」

2.自 然現象

2.3 外部からの衝撃による損傷の防止

2.3.1 設計基準姑象施設及び重大事故等対処施設

2.  3.  1.  3  設言十方針

(1)自 然現象

b.火山

イ.直接的影響に対する設計方針

(へ)絶縁低下

防護紺象施設、防護姑象施設に影響を及ぼす可含}性のあるクラス 3に属

する施設及びその他の施設のうち、空気を取 り込む機構を有する計装盤に

ついては、設置場所の換気空調系の屋外開田部を下向きの構造 とするこ

と、またフィルタを設置することにより、降下火砕物が侵入 しにくい設計

とする。

なお、外気を遮断 し降下火砕物による計装盤の絶縁低下を防止するた

め、降灰時には外気取入ダンパの開止及び閉回路循環運転の実施について

保安規定に定める。

①設置場所の空調系であ

る安全補機関閉器室空調

系は、外気の遮断が可能

であることから、設置変

更許可申請書 (本文)と 整

合している。
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高浜発電所 3,4号機 設置許可との整合性

設置変更許可申請書 (本文) 設置変更許可申請書 (添付書類人)該当事項 工事の計画 該当事項 整合性 備  考

①安ハェイ4毛能を損なリェ との全Ⅲど設計とする。

1,9。 1.2 火山事象に姑する設計の基本方針

(1)降下火砕物による直接的な影響 (荷重、閉塞、磨耗、腐食等)

に し て を損なう とのない設計 とす る。

(2)発電所内の構築物、系統及び機器における降下火砕物の除去

等の対応が可能な設計とする。

【原子炉冷却系統施設】

(基本設計方針) 「共通項 目」

2.自 然現象

2.3 外部からの衝撃による損傷の防止

2.3.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設

2.  3.  1.  8  設言十方針

(1)自 然現象

b.火山

防護対象施設は、発電所の運用期間中において安全`性に影響を及ばし得る

火山事象 として設置 (変更)許可を受けた降下火砕物の特J性 を設定し、その

降下火砕物が発生した場合においても、防護対象施設が①安全機能を損なう

おそれがない設計とする。

<中略>

(b)降下火砕物に対する防護対策

イ.直接的影響に対する設計方針

(イ )構造物への荷重

防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス 3

(発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類)に属する施設 (以下

「クラス 3に属する施設」という。)の うち、屋外に設置 している施設、

並びに防護対象施設を内包し降下火砕物からその施設を防護する建屋で、

降下火砕物が堆積 しやすい屋根構造を有する施設については、降下火砕物

を除去することにより、短期的な荷重に対 して安全機能を損なうおそれが

ないよう許容荷重が降下火砕物、風 (台風)及び積雪による組合せを考慮

した荷重に姑 して安全裕度を有する設計とする。

なお、①荷重により構造健全性を失わないよう、降灰時には当該施設に

堆積する降下火砕物を除去することを保安規定に定める。

<中略>

(口 )閉塞

i.水循環系の閉塞

防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス 3

に属する施設のうち、屋外に開口してお り降下火砕物を含む海水の流路と

なる施設について、降下火砕物の粒径より大きな流水部を設けることによ

り、水循環系の狭除部が閉塞 しない設計とする。

なお、①降下火砕物により水循環系が閉塞 しないよう、降灰時には点検

を行い、状況に応 じてス トレーナを洗浄することを保安規定に定める。

①工事の計画の 「安全機

能を損な うおそれがない

設計Jは、設置変更許可申

請書 (本文)の 「安全機能

を損 な うこ とのない設

計」と同義であり、整合 し

ている。

①工事の計画では、構造

健全性を失わないよう措

置を講 じることで、安全

機能を損なわない設計 と

している。

①工事の計画では、水循

環系が閉塞 しないよう措

置を講 じることで、安全

機能を損なわない設計 と

している。
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高浜発電所 3, 4号機 設置許可との整合性

設置変更許可申請書 (本文) 設置変更許可申請書 (添付書類人)該当事項 工事の計画 該当事項 整合性 備  考

五.換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響 (閉塞)

防護対象施設、防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス 3に属

する施設及びその他の施設のうち、屋外に開口しており降下火砕物を含む

空気の流路となる換気空調系 (外気取入口)については、開口部を下向き

の構造とすること、またフィルタを設置することにより降下火砕物が侵入

しにくい構造とし、降下火砕物により閉塞 しない設計とする。

換気空調系以外の降下火砕物を含む空気の流路となる施設についても、

降下火砕物が侵入 しにくい構造、又は降下火砕物が侵入 した場合でも、降

下火砕物により流路が閉塞しない設計とする。

なお、①降こえむ物によりFォ]塞 しな埜よ_⊇ ェ_降灰時にすき′点検を行里と人

況に応 じて換気空調系のフィルタの清掃や取替えの実施について保安規

定に定める。

(ハ)磨耗

i.水循環系、換気系、電気系及び計装制御系に姑する機械的影響 (磨耗 )

防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス 3

に属する施設のうち、屋外に開口しており降下火砕物を含む海水の流路と

なる施設、並びに屋外に開口又は屋内の空気を機器内に取 り込む機構を有

し、かつ招動部を有する換気系、電気系及び計装制御系の施設については、

降下火砕物に対 し、機能を損なうおそれがないよう、降下火砕物が侵入 し

にくい構造とすること又は磨耗 しにくい材料を使用することにより、磨耗

しにくい設計とする。

なお、①磨耗が進展 しないよう、降灰時には水循環系、換気空調系のフ

ィルタのサ点検を行ない、状況に応 じて清掃、取替え、並びに開回路循環運

転等の実施について保安規定に定める。

(二)腐食

i.構造物の化学的影響 (腐食 )

防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス 3

に属する施設のうち、屋外に設置 している施設並びに防護紺象施設を内包

し降下火砕物からその施設を防護する建屋については、耐食性のある塗装

を実施することにより、降下火砕物により短期的に腐食が発生しない設計

とする。

なお、①長期的な腐食の影響が生じないよう、降灰時には日常保守管理

における点検並びに状況に応 じた塗装の実施について保安規定に定める。

屋内の重大事故等対処設備については、降下火砕物による短期的な腐食

により機能を損なわないように、耐食性のある塗装を実施 した建屋内に設

①工事の計画では、閉塞

しないよう措置を講 じる

ことで、安全機能を損な

わない設計としている。

①工事の計画では、磨耗

が進展 しないよう措置を

講 じることで、安全機能

を損なわない設計 として

いる。

①工事の計画では、長期

的な腐食の影響が生 じな

いよう措置を講 じること

で、安全機能を損なわな

い設計としている。

41



高浜発電所 3, 4号機 設置許可との整合性

設置変更許可申請書 (本文) 設置変更許可申請書 (添付書類人)該当事項 工事の計画 該当事項 整合性 備 考

置する設計とする。

屋外の重大事故等姑処設備については、降下火砕物を除去することによ

り、降下火砕物による腐食に紺して重大事故等姑処設備の重大事故等に封

処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。

なお、①長期芭包な腐食の影饗が生呈4ヒ よ`五 隆丞雙上 lよ屋夕ヽの重大事

故等対処設備に堆積する降下火砕物を除去することを保安規定に定める。

五.水循環系の化学的影響 (腐食)

防護対象施設及び防護姑象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス 3

に属する施設のうち、屋外に開口してお り降下火砕物を含む海水の流路と

なる施設については、耐食性のある材料の使用や塗装を実施することによ

り、降下火砕物により短期的に腐食が発生しない設計とする。

なお、①長期的な腐食の影響が生じないよう、降灰時には日常保守管理

における点検並びに状況に応 じた塗装の実施について保安規定に定める。

血.換気系、電気系及び計装制御系に対する化学的影響 (腐食 )

防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス 3

に属する施設のうち、屋外に開口してお り降下火砕物を含む空気の流路と

なる施設については、耐食性のある塗装を実施することにより、降下火砕

物により短期的に腐食が発生 しない設計とする。

なお、①長期的な腐食の影饗が生呈4い生ス _隆区噴にlま 理!誓悉立管堅

における じた塗装の実施について保安規定に定める。

(ホ )発電所周辺の大気汚染

防護姑象施設、防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス 3に属

する施設及びその他の施設のうち、中央制御室換気空調系については、降

下火砕物が侵入 しにくい構造とし、さらにフィルタを設置することによ

り、降下火砕物が中央制御室に侵入しにくい設計とする。

なお、①外気を遮断し降下火砕物の侵入による中央制御室の大気汚染を

防止するため、降灰時には閉回路循環運転の実施について保安規定に定め

る。

(へ)絶縁低下

防護対象施設、防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス 3に属

する施設及びその他の施設のうち、空気を取 り込む機構を有する計装盤に

ついては、設置場所の換気空調系の屋外開口都を下向きの構造 とするこ

と、またフィルタを設置することにより、降下火砕物が侵入 しにくい設計

とする。

①工事の計画では、長期

的な腐食の影響が生 じな

いよう措置を講 じること

で、安全機能を損なわな

い設計としている。

①工事の計画では、長期

的な腐食の影響が生 じな

いよう措置を講 じること

で、安全機能を損なわな

い設計としている。

①工事の計画では、長期

的な腐食の影響が生 じな

いよう措置を講 じること

で、安全機能を損なわな

い設計としている。

①工事の計画では、中央

制御室の大気汚染を防止

するための措置を講 じる

ことで、安全機能を損な

わない設計としている。

①工事の計画では、計装

盤の絶縁低下を防止する

ための措置を講 じること

で、安全機能を損なわな

い設計としている。
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高浜発電所 3, 4号機 設置許可との整合性

設置変更許可申請書 (本文 ) 設置変更許可申請書 (添付書類人)該当事項 工事の計画 該当事項 整合性 備  考

また、降下火砕物の間接的影響である7日 間の外部電源喪

失、発電所外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対

し、①発電斑の安全性を維持するた塗に②必要となる電源の

供給が継統でき、
~女

全機能を損なうことのなヤ漫 討とする。

(3)降下火砕物による発電所外での間接的な影響 (7日 間の外部

電源の喪失、交通の途絶によるアクセス制限事象)を考慮 し、

ディーゼル発電機の燃料油の貯蔵設備等により、原子炉及び使

用済燃料ピットの安全`l生 を損なうことのない設計とする。

1.9.1.6.2 間接的影響に対する設計方針

降下火砕物による間接的影響には、広範囲にわたる送電網の損

傷による7日 間の外部電源喪失、発電所外での交通の途絶による

アクセス制限事象に紺 し、原子炉の停止、並びに停止後の原子炉

及び使用済燃料ピットの冷却に係る機能を担 うために必要となる

電源の供給が燃料油貯油そ う及びディーゼル発電機により継続で

き、安全機能を損なうことのない設計とする。

なお、①外気を遮断し降下火砕物による計装盤の絶縁低下を防止するた

め、降灰時には外気取入ダンパの閉止及び閉回路循環運転の実施について

保安規定に定める。

口.間接的影響に姑する設計方針

降下火砕物による間接的影響である7日 間の外部電源喪失、発電所外での

交通の途絶によるアクセス制限事象に紺し、 ピ ン ト

の安全性を維持するために②必要となる電源の供給がディーゼル発電機燃

料油貯油そ うからの燃料供給により継続でき、非常用電源施設から受電でき

る設計とする。

【非常用電源設備】

(基本設計方針)

4.燃料設備

4,1 ディーゼル発電機の燃料設備

設計基準対象施設である②ディーゼル発電機については、7日 間の外部

電源喪失を仮定しても、②連続運転により必要とする電力を供給できるよ

う、7日 間分の容量以上の燃料を敷地内の燃料油貯油そ うに貯蔵する設計

とする。

①工事の計画の① 「原子

炉及び使用済燃料 ピン ト

の安全性を維持」するこ

とで、設置変更許可申請

書 (本文)の① 「発電所の

安全性を維持」するため、

整合している。

②工事の計画の②は設置

変更許可申請書 (本文)の

②を具体的に記載 したも

のであり整合している。
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ネ市足 6

各影響因子の整理について

1.概要

本資料は火山灰の各影響因子に対 して設置許可審査での整理を示 し、本設工認申請

にて適合性確認対象とした経緯について説明する。

2.層厚変更に影響がある影響因子

火山灰が施設に与える影響については、設置許可のまとめ資料に整理 してお り、層厚

変更により評価結果が変わる影響因子は荷重及び閉塞である。員元許可で行つた個別評

価の結果の概要を別紙 1に示す。

3.設工認で評価を実施する施設の選定

層厚変更により評価結果が変わる影響因子は荷重及び閉塞であるが、閉塞について

は、既許可で評価を行っており、設工認では評価結果を示していない。この整理は新規

制基準対応の設置許可及び工認から変更していない。したがつて、設工認の添付資料及

び補足説明資料は、層厚変更に伴い、閉塞に係る記載に変更が生じないため申請対象と

はしていない。

一方、荷重については、既認可の添付資料に構造強度評価の結果を示 していることか

ら、本設工認申請にて評価結果を示 している。

設工認対象とした施設のフローを図 1に示す。

NO

YES

DB施設、SA施設、十寺重施設に夕寸するE平イ西

技術基淳規則第フ条及び第54条に規定される

然現象 (火山)

YES

NO
層厚変更に伴い既認可の添付資料、補足説明資料の

評価に変更があるか

評
価
対
象
外

層厚変更に伴い評価を実施

図 1 設工認で評価を実施する施設の選定
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火山灰が影響を与える。平価対象施設と影響因子の組合せに対する層厚見直しによる評価の整理

重気素及び計装制御系に対する横粧的彰馨

外装後装が籠され火山仄による化学的薦食により直ちに機能に影写を
二ぼすことはないと評価しており、層厚兒直しにより崇4カ(奏罠となら

'Jいため再群Lは不要である。
⑥

一
③

一
◎

一
◎ ◎

一
〇靡

態
獲

蒔帳的れゆ
4嶺,重が査更となるため、設置:1可 段着で蔵itを確認し

て構造強度藤価を表簡する。

外装4装がおされ大山尿による1ヒ 争約廣食により直ちに機能に影どを
及ぼすことはないと解輌しており、層厚見直しにより秦4が査更となら′J

いためヽ 瞬価は不
=で

ある。

一
〇

一
⑥

一
◎

一
③輩積裔重が衰更となるため、設E靡可臓階で成立性を確認し

て構進強度評価を実施する。

0(ボンフ)

ポンブ舶長には、兵れXがし講を設けており、大山灰によるⅢ口着学に
は至らないと辞衝しており,履厚見直しにより条件が変更とならないた

舛装送装1,t施され大山瓜による1ヒ ■的薦査により直ちに機能に,´とを
及 ますこと1よ ないと経価しており、層厚見直しにより条拌が変更とならお

萌汚奎装常の対序を実施しており、た水と金属が直横 l表 することになI

ため、薦査により海水ボンプの機能に彰彗を及ぼすことはないと評価じ
ており、層厚見直しにより策件が査更とならないため 再経

“

IIよ 不要で

再水ボンプモータは全閉舛扇型の冷却方式であり火山医のこ入はない

ため、機構的影彗はないと諄価しており 層犀見直しにより策件が変更
海水インブモータは全開外瘍型の冷却方貧であり大山医の長入はない
ため 1ヒ 学的影とはないと評価しておけ 層厚兒宦しにより条件おt変更

一
⑥輩積荷重が変更となるため、段E酢可段階て成立性を強題し、

で構造強度評価を実施する。

大気開放郎には消音議が績Eされ、配曽形状および消彗軽の構造か
ら火山医が亡榛祀管内にa八し1こ くい構造であり、仮に直接配曽内に

晨入し配曽を開差さ世た場合ても 大山灰の荷重より主粛気送がし弁
の噴出力が大きいことんヽら 機能に彰写を及ぼすことはないと解衛して
おり、層厚見直しにより輩積,重が査夏となるため、艇E離可段階で春
奎済みである。なお 新規翻基準蓬合時においても設置

“

可の構足説
明資ヽにて辞網籍果を示しているため申籠対象としていなしヽ。。

●別瀑Ji転Iヤ可のよとめ資慕て辞衝した籍黒を示す。

一
②

一
③

一
⑥一

〇
一
⑥

一
◎

一
〇

一
〇一

〇
一
⑥

一
〇

一
◎

主蒸気安全弁排気管は、函〕督形よより大山瓜が直接百,管内に侵入し
にくい構造であり 仮に直僚爾,管 内に1員 入し司曽を▼蜀惑させた場合で
し 火山瓜の,と より主蕪気安全弁の噴山力が大きいことから、機能に

彰与を及ぼすことはないと評価しており、層臣見直しにより雉観荷重が

盗更となるため、設置二年可段階でき査済みである。なお 新規Vlと 茎
産合時においても設置酢可の摘足:竜明資群にて群細需暴を示し、工盟

での申請対象としていなtヽ .。

‐別巌iに既絆可のよとめ女41で解摘した笛果を示す。

一
②

い構篭であり、ほに一部長入しても構造おヽら:R惑 すること1よ なく 捜艦 一
②

一
◎

一
〇一

〇
一
◎

一
⑥

一
⑤

一
◎一

①
一
②

一
〇

一
〇

機関の雲入空気の演れは火山医が優入しにくい構造であり、また 層
状フィルタにより火Wl灰 が縮察されること、及び優入した場合でも大W
スの標度お(低く較,しやすいことから、機能に彰Cを及ぼすことはない
と辞衝しており、層厚見直しにより策4が整更とならないため 再解衝
は不要てある。また 炉競負183策の高濃度火山尿による対応の層厚え

直しによるB辞極は保安規定で革認する。

一
②

一
③

一
④

一
⑥

換気空鶴設備の綸気素外気貌八日は大山仄が硯入しにくい構造であ

取八口に到重した場合であつても、一定メ上の,ュ怪の火山広について

医が室内に侵入する可能性が考えられるが、開回路循環運転および換

一
②

中央制御菫也嗣系については、外気取入タンパを開止し、外気,高解運
転することにより 中央朗仰室の居は強が盤持されると辞衝しており、

一
⑥一

Ｃ
一
②

一
④

膳納害善擁気傷及び構助建星擁気簡の排気速度は、火山仄の降下速

0(褻 入した場合でも、擁気簡の構造から大山瓜により茂際を開善するこ

Ⅲ装埜装学による対応にて、直ちに薦査により催

`Ⅲ

容器こ体気擁及び編
助建屋併気術の機能に影響を及ぼす二とはないと評価してヽり 再解

価は不要である。
◎

一
〇一

〇
一
の

一
④

であること、除連装置は防汚埜輩守の対おを表施しており た水と金属
が芭構接することはなく、直ちに薦査により橙籠に彰彗を及ぼすことは

一
〇

一
〇 ④

一
〇一

②

◎
一
④一

②

0(水 密環系機能の一部でありヽ 流の護綸む'含む)

外雲奎褻が施されていることから 芭ちにH資により機能を裏失するこ
とはないと群顧しており 層厚見直しにより条件が主Hとならないため

再醇輌は不要である。

一
④

一
◎

一
ｅ

一
②

一
ｅO

C
一
〇

一
〇

一
〇

一
②

一
② ④

O静的荷重の▼夕響を受けにくい構造(堆 積じにくい 輩積してく,機 hセ に有意な彰響を受けにくい守)

②薦食があつても機能に,こな影響を受けにくい
0影響因子と壼ヤ妄関連しない
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別 添

個別評価-4

主蒸気逃がし弁 (消音器)に係 る影響評価

火山灰による主蒸気逃がし弁 (消音器)への影響について以下のとおり評価

する。

(1)評価項目及び内容

①換気系に姑する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

火山灰の主蒸気逃がし弁消音器への侵入により、機器の機能に影響がな

いことを評価する。具体的には、主蒸気逃がし弁は、火山灰が主蒸気逃がし

弁出日配管に侵入しにくい構造であることと、及び主蒸気逃がし弁の噴出力

が火山灰の重量よりも大きいことを確認する。

(2)評価条件

①火山灰条件
a.密度 :1.5g/cm3(湿 潤状態)(火山灰の層厚 lcm当 たり150N/m2)

b.堆積量 :27cm
②積雪条件

a.密度 :0。 3g/cm3(積雪の単位荷重は lcm当 たり30N/m2)※ 1

b.堆積量 :100cm※ 2

※ 1: 福井県 建築基準法施行細則に基づく積雪の単位荷重を用いる。

※2:火 山事象と積雪事象は独立の関係にあることから、組み合わせる積雪量については同建築基準法の設計

積雪「100cm」 を用いる。

(3)評価結果

①換気系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

消音器の構造は図 1の通リパンチ穴が空いたディフューザーと吸音材が

入つた多孔板で構成されている。
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吸音材

多孔板

吸音管支持金具

886mm

ァィフューザー

ァィフュ 強 板

1980mm

3000mm

ドレン
Φ272mm

図 1 主蒸気逃が し弁消音器の構造図

なお、仮に火山灰が主蒸気逃が し弁出口配管内に侵入 し、配管を閉塞 さ

せた場合についても以下のとお り評価する。

主蒸気逃が し弁の噴出力の評価においては、想定堆積荷重である湿潤状

態の火山灰 (厚 さ 27cm、 密度 1.5g/cm3)と 建築基準法における設計積雪 (厚

さ 100cm、 密度 0.3g/cm3)の組み合わせ荷重が加わるとして確認する。

主蒸気逃が し弁の出日配管外径 916.52cmであることから、火山灰の堆積

荷重は以下のとお りである。

πxド卑望)2x(27 X l=5+100 X O,3}≒ 15,112=16(kg)

主蒸気逃が し弁の噴出力は、クールダウン末期の 177℃の飽和圧力である

8.5kg/cm2と 、弁出口側の流体通過断面積が約 180cm2ょ り、以下のとお り

である。

8.5X180=1530(kgl

以上より、火山灰が直接配管内に侵入 し、仮に配管を閉塞 させた場合で

も、火山灰 (湿潤状態)と 積雪の組み合わせ荷重よりも主蒸気逃が し弁の噴

出力が十分大きいことから、主蒸気逃が し弁の機能に影響を及ばすことはな

い。
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〇

Φ19

消音器

Φ165.2m
ドレン管

Φ272mm

主蒸気逃がし弁元弁   主蒸気逃がし弁

図2 主蒸気逃がし弁出日配管形状および消音器の構造

また、各主蒸気逃が し弁消音器の設置状況より、火山灰の周辺の構築物

からの落下による侵入等は考えにくい。

Bルーフ
°

図 3 主蒸気逃がし弁消音器の設置状況 (左 3号炉、右 4号炉 (各 3系統))

以  上

Aルーフ
°

火山灰

板+吸

闇噴出力

火山灰荷重

16 kg

1,530kg

ィフューザ

鶴
Ｆ
露
Υ
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個別評価-5

主蒸気安全弁排気管に係る影響評価

火山灰による主蒸気安全弁排気管への影響について以下のとお り評価する。

(1)評価項 目及び内容

①換気系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

火山灰の主蒸気安全弁排気管への侵入により、機器の機能に影響がない

ことを評価する。具体的には、主蒸気安全弁は、火山灰が侵入 しにくい構造

であることと、及び主蒸気安全弁の噴出力が火山灰の重量よりも大きいこと

を確認する。

(2)評価条件

①火山灰条件
a.密度 :1.5g/cm3(湿 潤状態)(火山灰の層厚 lcm当 たり150N/m2)

b.堆積量 :27cm
②積雪条件

a.密度 :0。 3g/cm3(積雪の単位荷重は lcm当 たり30N/m2)※ 1

b.堆積量 :100cm※ 2

※1: 福井県 建築基準法施行細則に基づく積雪の単位荷重を用いる。

※2:火 山事象と積雪事象は独立の関係にあることから、組み合わせる積雪量については同建築基準法の設計

積雪「100cmJを用いる。

(3)評価結果

①換気系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

主蒸気安全弁の排気管は図 1の ように斜めに配管が接続される構造とな

っている。

仮に火山灰が主蒸気安全弁排気管内部に侵入したと仮定すると、大部分

はドレン受皿に沼まり、一部主蒸気安全弁の弁出口管に侵入するが、火山灰

により出口配管を閉塞させることはないと考えられるため、主蒸気安全弁の

蒸気放出機能に影響を与えることはない。
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0406 5mm

火 山灰
0216 3mm

ドレン管
0272mm

図 1 主蒸気安全弁排気管の構造図

なお、仮に火山灰が主蒸気安全弁出日配管内に侵入 し、配管を閉塞 させ

た場合についても以下のとお り評価する。

主蒸気安全弁の噴出力の評価においては、想定堆積荷重である湿潤状態

の火山灰 (厚 さ 27cm、 密度 1.5g/cm3)と 建築基準法における設計積雪 (厚

さ 100cm、 密度 0。 3g/cm3)の組み合わせ荷重により評価する。

主蒸気安全弁の出口配管外径 ψ21.63cmで あることから、火山灰の堆積荷

重は以下のとお りである。

πx(2■
.63)2x(27 X l,5+100 X O,3)≒

25905=26(kg)

主蒸気安全弁の噴出力は、弁の噴出圧力 76。3kg/cm2と 、弁出口側の流体

通過断面積が約 323cm2で ぁることから、以下のとお りである。

76.3× 323=24644(kg)

以上より、火山灰が直接配管内に侵入 し、仮に配管を閉塞 させた場合で

も、火山灰 (湿潤状態)と 積雪の組み合わせ荷重よりも主蒸気安全弁の噴出

力が十分大きいことから、主蒸気安全弁の機能に影響を及ぼすことはない。
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噴出力

火山灰荷重

26 kg

24,644kg

火山灰
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ドレン管
027 2mm

Φ203mm

図2 主蒸気安全弁出日配管および排気管の構造

図 3 主蒸気安全弁 (排気管)の設置状況 (3号炉)

以  上
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1

補足 7

火山対応の運用等に対する設工認上の扱いについて

概要

本資料は、想定される自然現象 (火 山)に対する手順上、必要な運用や施設について

従来の既許認可からの整理を行 うものである。

2,既許認可からの整理と設工認上の扱い

2.1.屋 外のSA設備の除灰及びアクセスルー トの確保

屋外のSA設備の除灰及びアクセスルー トの確保については、既認可から基

本設計方針に「降灰時の除灰運用を保安規定に定める」旨を記載 し、保安規定に

は、「降下火砕物および積雪の除去作業については、降灰および降雪の状況を踏

まえ、設備に悪影響を及ばさないよう実施する。」と記載 している。また、社内

マニュアルにおいても除灰運用を定めてお り、屋外のSA設備については悪影

響を及ぼさないよう除灰を実施 し、アクセスルー トの確保については、降灰の堆

積状況に応 じて適宜除灰を実施することとしている。

したがつて、屋外のSA設備の除灰及びアクセスルー トの確保に関する設工

認上の扱いとしては、除灰運用を保安規定に定めることを基本設計方針に記載

することとしている。

基本設計方針の当該箇所を別紙 1に、保安規定の当該箇所を別紙 2に、社内マ

ニュアルの当該箇所を別紙 3に高浜 3,4号機を一例に示す。

3.タ ンクロージーによる非常用ディーゼル発電機の燃料油輸送ルー トの除灰

(大飯固有)

降下火砕物による間接的な影響として、7日 間の外部電源喪失を想定しており、

7日 間の非常用ディーゼル発電機の連続運転が必要となるが、燃料油貯蔵タンク

の容量では 7日 間の連続運転ができないため、タンクロー リーを使って重油夕

ンクから燃料油貯蔵タンクヘ輸送することとしている。

新規制基準適合の設置許可では、アクセスルー トの復旧に要する時間評価に

おいて、燃料の移送が必要となる時間 (起動後 3日 )ま でに復旧できることの確

認を行つているが、この評価結果は層厚変更の影響を受けるため、大山生竹>フ

ラ噴出規模見直しに伴 う設置変更許可申請のまとめ資料において再評価を行つ

た。当該箇所を別紙 4に示す。

また、設工認では、復旧のための除灰運用を保安規定に定めることを基本設計

方針に記載している。基本設計方針の当該箇所を別紙 5に示す。

大飯 3,4号機以外のプラン トでは、燃料の移送を行わずとも7日 間の非常用

ディーゼル発電機の運転が可能であることから本件は大飯固有となっている。

2
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2

なお、燃料移送に用いるタンクローリーは資機材 と整理 してお り、新規制基準

適合の設置許可では、まとめ資料にて構造強度評価の確認を行い、工認設計対象

外 としていた。

大山生竹テフラ噴出規模見直しに伴 う設置許可においても、本評価は層厚変

更の影響を受けることから、まとめ資料において再評価を行い、設工認設計対象

外としている。

当該箇所を別紙 6に示す。更に、タンクロー リーを資機材とする扱いは保安規

定の第 18条の4において規定されている。当該箇所を別紙 7に示す。

4.消火水バックアップタンクの扱い

消火水バックアップタンクは防護対象施設に分類されないことから設工認で

は火山に対する影響確認を行っていないが、炉規則 83条の対応で使用する設

備であることから、保安規定で評価を行つている。下記に設工認及び保安規定上

の扱いについて詳細に説明する。

設工認での扱いとしては、消火水バックアップタンクは、クラス 3設備であり、

防護対象設備でないことから設工認申請対象外としている。防護対象施設の分

類は設置許可のまとめ資料で示 している。具体的には、クラス 1及びクラス 2に

属する構築物、系統及び機器のうち火山灰の影響により、安全機能を損なうおそ

れがある施設、及びクラス 1及びクラス 2に属する構築物、系統及び機器を内包

している建物を防護対象施設として抽出している。当該箇所の高浜 3,4号機の

例を別紙 8に示す。

保安規定での扱いとしては、炉規則 88条の対応において復水タンクの水源

として使用することから、降下火砕物に対する影響確認を行つている。既認可の

保安規定の補足説明資料の当該箇所を高浜 3, 4号機を例に別紙 9にて示す。
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変更後

時間を確保するために、固縛装置の数を可能な限り少なくする設計

とする。固縛装置の設計は、風荷重による浮き上がり及び横滑りの

荷重並びに保管場所を踏まえて固縛の要否を決定し、固縛が必要な

場合は、発生する風荷重に耐える設計とする。

なお、固縛が必要とされた重大事故等針処設備のうち車両型の設

備については、出農
干
設計に影響を与えることがないよう、固縛装置

に余長を持たせた設計とする。

積雪及び火山の影響については、必要により除雪及び除灰等の措

置を講じる。この連用について、保安規定に定める。

屋外の重大事故等対処設備は、重大事故等時において、万が一、使

用中に機能を喪失 した場合であっても、可搬型重大事故等対処設備

によるバ ックア ップが可能 となるように位置的分散を考慮 して可搬

型重大事故等対処設備を複数保管する設計 とする。

原子炉格納容器内の安全施設及び重大事故等対処設備は、設計基

準事故等及び重大事故等時に想定される圧力、温度等の格納容器ス

プ レイ水による影響を考慮 して、その機能を発揮できる設計 とする。

安全施設及び重大事故等対処設備における主たる流路及びその流

路に影響を与える範囲の健全性は、主たる流路とその主たる流路に

影響を与える範囲を同一又は同等の規格で設計することにより、流

路 としての機能を維持する設計 とする。

(2)海水を通水する系統への影響

海水を通水する系統への影響に対 しては、常時海水を通水する、海

に設置する又は海で使用する安全施設及び重大事故等対処設備は耐

変更前

原子炉格納容器内の安全施設は、設計基奉事故等時に想定される

圧力、温度等の格納容器スプ レイ水による影響を考慮 して、その機能

を発揮できる設計 とする。

安全施設における主たる流路及びその流路に影響を与える範囲の

健全性は、主たる流路とその主たる流路に影響を与える範囲を同一

又は同等の規格で設計することにより、流路としての機能を維持す

る設計 とする。
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別 紙 2

a

b

d

e

C

,降下火砕物の侵入防止

当直課長は、外気取入口に設置している平型フィルタの差圧確認、外気取入ゲ

ンパの閉上、換気空調設備の停止または閉回路循環運転による建屋内への降下火

砕物の侵入防止を実施する。

.降下火砕物および積雪の除去作業

(a)各課 (室)長は、降灰が確認された場合は、施設の機能に影響が及ばない

よう、換気空調設備のフィルタの清掃や取替え、水循環系のス トレーナ洗浄

作業、開閉所設備の碍子洗浄作業を実施する。

(b)各課 (室)長は、降下火砕物の堆積が確認された場合は、降下火砕物より

防護すべき屋外の施設、ならびに降下火砕物より防護すべき施設を内包する

建屋について、長期的な堆積により施設に悪影響を及ぼさないよう降下火砕

る。

土木建築課長は、地滑りが確認された場合は、施設の機能に影響が及ばないよ

う、堰堤の堆積制限位以下になるよう土砂撤去作業を実施する。

.地滑り発生後の撤去作業が困難と判断された場合の対応

土木建築課長は、地滑り発生後の上砂撤去作業において、7日 以内に堆積制限

位以下にできないと判断した場合は当直課長に連絡するとともに、土砂撤去作業

を継続する。連絡を受けた当直課長は、地滑りが確認された後、7日 以内に原子

炉を停止 (モー ド5まで)する。

ディーゼル発電機の機能を維持するための対策

火山影響等発生時において、ディーゼル発電機の機能を維持するため、ディー

ゼル発電機への改良型フィルタの取付およびフイルタの取替 日清掃を実施する。

(a)ディーゼル発電機への改良型フィルタ取付他

各課 (室)長は、フイルタの取替・清掃が容易な改良型フィルタを取り付

ける。また、 1号炉および2号炉については、海水ポンプ除塵フィルタを取

り外す。

ア.手順着手の判断基準

気象庁が発表する降灰予報 (「速報」または「詳細」)に より高浜町ヘ

の「多量」の降灰が予想された場合、気象庁が発表する噴火に関する火山

観測報において、地理的領域 (発電所敷地から半径 1 60km)内の活火山に

20km以上の噴煙が観測されたが噴火後 10分以内に降灰予報が発表されな

い場合または降下火砕物による発電所への重大な影響が予想された場合

(b)ディーゼル発電機改良型フィルタのフィルタ取替 B清掃

各課 (室)長は、デイーゼル発電機が起動した場合において、フイルタの

閉塞を防止するため、フィルタの取替 B清掃を実施する。

また、上記以外の重大事故等対処設

去作業については、降灰および降雪の状況を踏まえ、設備に悪影響を及ばさ

および積雪の除に対する降下火

ないよう

高浜発電所 添付 2-11/29
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1 2 アクセスルー トの確保、復旧作業および支援に係る事項

(1)ア クセスルー トの確保

ア 安全 E防災室長は、発電所内の道路および通路が確保できるよう、以下の実効性

のある運用管理を実施することを社内標準に定める。

(7)屋外および屋内において、想定される重大事故等の対処に必要な可搬型重大事

故等対処設備の保管場所から設置場所および接続場所まで運搬するため、または

他の設備の被害状況を把握するための経路 (以下、「アクセスルー ト」という。)

は、自然現象、外部人為事象、浴水および火災を想定しても、運搬、移動に支障

をきたすことのないよう、迂回路も考慮して複数のアクセスルー トを確保する。

(イ)屋外および屋内アクセスルー トは、自然現象に対して地震、津波、洪水、風 (台

風)、 竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地すべり、火山の影響、生物学的事象、高

潮および森林火災を考慮し、外部人為事象に対して、近隣の産業施設の火災およ

び爆発 (飛来物含む。)、 航空機墜落による火災、火災の二次的影響 (ばい煙およ

び有毒ガス)、 輸送車両の発火、漂流船舶の衝突、飛来物 (航空機落下)、 ダムの

崩壊、電磁的障害ならびに重大事故等時の高線量下を考慮し確保する。

a 発電所敷地で想定される自然現象のうち、洪水に対しては敷地付近に河川が

ないこと、高潮に対しては津波に包絡されることから影響を受けないため考慮

しない。

また、外部人為事象のうち、近隣の産業施設の火災および爆発 (飛来物含む。)

に対しては該当する施設がないこと、ゲムの崩壊に対しては近傍にダムがない

ため考慮しない。

b 電磁的障害に対しては道路および通路面が直接影響を受けることはないこと

から、屋外および屋内アクセスルー トヘの影響はないため考慮しない。

c 生物学的事象に対しては容易に排除可能なことから影響を受けないため考慮

しない。

d 万一、これらの影響を受けないとしている現象について、対応が必要となつ

た場合においても、洪水、高潮およびダムの崩壊に対しては、津波と同様に対

応が可能であり、近隣の産業施設の火災および爆発 (飛来物含む。)に対しては、

森林火災と同様に対応が可能である。

(ウ)可搬型重大事故等対処設備の保管場所については、設計基準事故対処設備の配

置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り保管し、屋外の可搬型重

大事故等対処設備は複数箇所に分散して保管する。なお、同じ機能を有する重大

事故等対処設備が他にない設備については、予備も含めて分散させる。

(工)障 害物を除去可能なブル ドーザおよび油圧ショベルを保管、使用し、それらを

運転できる緊急安全対策要員を確保する。

(オ)被 ばくを考慮した放射線防護具の配備およびアクセスルー ト近傍の化学物質を

貯蔵しているタンクからの漏えいを考慮した薬品保護具の配備ならびに停電時お

よ こ確実に運搬 きるように、可搬型照明を配備する。

屋外のアクセスルー トの確保にあたつて、以下の運用管理を

実施することを社内標準に定める。

(7)屋外の可搬型重大事故等対処設備の保管場所から使用場所まで運搬するアクセ

セスルーア

高浜発電所 添付 3-11/241
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(イ )

スルー トの状況確認、海水等の取水ポイントの状況確認、ホース敷設ルー トの状

態確認を行い、あわせて燃料油貯油そう、空冷式非常用発電装置、その他の屋外

設備の被害状況の把握を行う。

屋外アクセスルー トに対する地震による影響、その他自然現象による影響を想

定し、複数のアクセスルー トの中から早期に復旧可能なアクセスルー トを確保す

るため、障害物を除去可能なブル ドーザ 4台 (1号および2号炉共用 2合、3号

および4号炉共用 2台)(予備 1台 )および油圧ショベル 2台 (1号および2号炉

共用 1台、3号および4号炉共用 1台 )(予備 1台 )を保管、使用する。

地震による屋外タンクからの浴水ならびに降水に対して、道路上の自然流下も

考慮した上で、通行への影響を受けない箇所にアクセスルー トを確保する。

防潮堤の中に早期に復旧可能なアクセスルー トを確保する。想定を上回る万一

のガレキ発生に対してはブル ドーザおよび油圧ショベルにより速やかに撤去する

ことにより対処する。

考慮すべき自然現象のうち凍結および森林火災、外部人為事象のうち航空機落

下による火災、火災の二次的影響 (ばい煙および有毒ガス)、 飛来物 (航空機落下)、

輸送車両の発火および漂流船舶の衝突に対して、迂回路も考慮した複数のアクセ

スルー トを確保する。

周辺構造物、周辺機器の倒壊による障害物については、ブル ドーザおよび油圧

ショベルによる撤去あるいは転側による閉塞がないルー トを通行する。

基準地震動に対して耐震裕度の低い周辺斜面の崩壊に対しては、崩壊土砂が広

範囲に到達することを想定した上で、ブル ドーザおよび油圧ショベルによる崩壊

箇所の復旧を行う。

耐震裕度の低い地盤にアクセスルー トを設定する場合は、道路面のすべりによ

る崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で、ブル ドーザおよび油圧ショ

ベルによる崩壊箇所の復旧を行い、通行性を確保する。

不等沈下等による段差の発生が想定される箇所においては、段差緩和対策を講

じる設計とするとともに、段差が発生した場合には、ブル ドーザおよび油圧ショ

ベルによる段差発生箇所の復旧を行う。さらに地下構造物の損壊が想定される箇

所については、陥没対策を講じる。想定を上回る段差が発生した場合は、予備ル

(ウ )

(工 )

(オ)

(力 )

(キ )

(ク )

(ケ )

― 卜の復旧お ショベルによる により対処する。

ウ 屋内アクセスルー トの確保

安全・防災室長は、屋内のアクセスルー トの確保に当たつて、以下の運用管理を

実施することを社内標準に定める。

(7)屋内の可搬型重大事故等対処設備の保管場所へ運転員 (当直員)、 緊急時対策本

部要員および緊急安全対策要員が移動するアクセスルー トの状況確認を行い、あ

わせて恒設代替低圧注水ポンプ、その他の屋内設備の被害状況の把握を行う。

(イ)地 震、津波、その他自然現象による影響および外部人為事象に対して、外部か

ル ドーザおよび油圧ショベルによる撤去を行う。想定を上回る降雪、降灰が発生

した場合は、除雪、除灰の頻度を増加させることにより対処する。また、凍結、

除雪を考慮し、車両については、オールシーズンタイヤを配備する。

ア セスルー ト上の 風およ については、に よ

高浜発電所 添付 3-12/241
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別表 19(4/5)

実施箇所 口内容

関係各班
日本部の長は、関係各課 (室)へ対策の実施を する。

(屋外SA設備、特重施設含む)、 アクセスルー ト等の状・各課 (室)長等は、

況確認を行うとともに、長期的な堆積により施設に

下 火 については、

に

に悪影響を及ぼさないよう実施す

ぼ ないよ ヽ

る。

各課 (室)長等は、荷重の影響を低減するため降灰時に積雪があれば除雪も合せて実施する。

なお、アクセスルー トについては、降灰の堆積状況に応 じて適宜除灰を実施 し、結果を対策本

・各課 (室 )長等は火山灰による腐

食等の中長期影響を防止するた

め、保修業務所則、土木建築業務

所則に基づき、屋外設備ならびに

建屋の維持管理を行う。

総務班

・安全 ,防災室課長 (SA/DB)(※ 1)は、設備他の被

災状況を確認する。また、原子力事業本部の本部 (※ 2)
へ被災状況を連絡する。

,安全・防災室課長 (SA/DB)(※ 1)は、対策本部の

閉鎖または警戒準備体制の解除を行うとともに、原子

力事業本部総務Gr(※ 2)へ連絡する。
・安全・防災室課長 (SA/DB)(※ ¬)は、本部の閉鎖

または警戒準備体制の解除を行うとともにメールにて

情報発信する。

発電班

E発電室長 (※ 3)は、発電室業務所則

に基づき、設備の日常巡視点検を行う。

異常が確認されれば、各課 (室)長等
へ対応を依頼 し、処置結果を対策本部
へ報告する。

・当直課長は、対策本部から降灰対策復

旧の指示があれば事故時操作所則およ

び特定重大事故等対処施設事故時操作

所則に基づき復旧操作を指示する。
i当 直課長は、降灰対策復旧の結果を発

電室長 (※ 3)へ報告する。

・発電室長 (※ 3)は、復旧結果を対策

本部へ報告する。

事象 (時系列)

火山灰の堆積

が認 め られ た

場合

降灰後 にお け

る中長期の対

応

予報解除

瀬
二
番
か
∞

樹
∞



男J常眠4

補足資料-9

9.ア クセスルー トの復旧への影響について

火山灰の降灰により外部電源喪失が考えられることから、火山影響評価として、降灰時に

おけるタンクロー リーによる燃料輸送機能に影響が生 じないことを確認するため、アクセ

スルー トの復旧に要する概算時間について評価する。

ここでは保守的に降灰と積雪時におけるアクセスルー トヘの火山灰等の
'佐

積状況を想定

し、要員 と名にてブル ドーザーを操作するとし、ディーゼル発電機の燃料油輸送ルー トの復

旧時間が、燃料油の移送が必要となるディーゼル発電機の起動後 3日 (録安電源において

評価)に対し、復旧時間が概算 291分 (5時間程度)であり、3日 以内に充分な余裕を確保

して実施できることを確認 した。

1.ブル ドーザ仕様 (50t)
。一回のオ甲し出し可能量 23.3t
・ブレー ドの全幅   4.300m
・走行速度  前進 :1速 60m/min

後進 :1速 73m/min

2.降灰及び降雪への姑応について

(1)降灰については、降灰予報の情報を受けた際に要員を確保する。降灰が確認された場

合はアクセスルー トの除灰を行 うことにより対処が可能である。積雪については、通

常時から、気象予報、積雪状況に応 じて構内道路の除雪作業を行 うこととしており、

SA対策時においても車両等の積雪時の走行性能を勘案した上で、必要に応じて除雪

作業を行 うことにより対処が可能である。

(2)降灰及び降雪除去速度の算出

1)降灰条件

・厚さ :0.25m

・単位堆積重量 :1.5ym3(湿潤状態)

2)降雪条件

・厚さ :lm (福井県建築基準法施行細則)

・単位堆積重量 :0.3t/m3 (福 井県建築基準法施行細則)
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(3)除去方法

・アクセスルー ト上に降り積もつた火山灰及び雪を、ブル ドーザで道路脇へ押し出し

除去する。

・一回の押し出し可能量を23.3tと し、23.3tの大山灰及び雪を集積し、道路脇へ押し

出す作業を 1サイクルとして繰 り返す。

・一回の集積で進める距離X

=23.3t■ ((雪厚さlmxo.3t/m3+火 山灰厚さ0。 25m X l.5t/1■
3)× 4.300m)

=8,02m==8,Om

・ 1サイクル当りの作業時間は、 1速の走行速度 (60n/min)で 作業を実施すると仮

定する。

A:押し出し (①→②→③):(7m+9m)■ 60mん in=0.267min≒ 0.27min

B:ギア切り替え :0.lmin

C:後進 (③→②):9n■ 78m/min=0.115≒ 0.12min

lサイクル当りの作業時間 (A+B+C+B)=0,27min+0 1min+0.12nil二 十0.lmin

=0.59min

降灰および降雷の撒去概念図

一

約43m

7m

・4回の集積で進める距離

233t(1回の押し出し可能量)

7m

9m ③
9m

■((雷厚さlm xo 3Vm3)+(火 山灰厚さ0 25m Xη  5Vm3))x4300m)=約 80m

保守性を見込み7mと設定

(4)降灰及び降雪除去速度

1サイクル当りの除去延長■ 1サイクル当りの除去時間

二7m■ 0.59nin=0,71lkm/h≒ 0,7km/h

3.復旧時間について

下図のアクセスルー トについて上記の速度を用いて復旧することを想定する。ブル ド

ーザは酉己置場所よリスター トし、0.7km/hに て復旧を開始する。なお、
と度復旧が終わっ

たルー トについては 2km/hで移動可能とする。

想定時間については下表のとお り≧なり、約 5時間程度で復旧が可能である。
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ルー ト番号 総距離(14)

陸 臨 暦

卸

階 絶羅 掃

旧

肥 生

合計時間(分)

Э→② 665 1665 10 157
57

②→③ レ97 182 123379 85

③→④ 695 1553 1142 151
136

④→⑤ 634 1404 1280 144
180

⑤→⑥ 449 1366 183 134 214

③→① 1051 1812 1239 177
291

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 以  上
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ｌ
　
ｏ
∞
―
日

―
∞
Ｉ
Ｐ
ド
ー
μ
ｍ
　
ｌ

変更後

変更なし

変更前

なお、長期的な腐食の影響が生 じないよう、降灰時には 日常保守

管理における点検並びに状況に応 じた塗装の実施について保安規定

に定める。

(ホ )発電所周辺の大気汚染

防護対象施設、防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス

3に属する施設及びその他の施設のうち、中央制御室換気空調系に

ついては、フィルタを設置することにより、降下火砕物が中央制御

室に侵入しにくい設計とする。

なお、外気を遮断し降下火砕物の侵入による中央制御室の大気汚

染を防止するため、降灰時には開回路循環運転の実施について保安

規定に定める。

(へ)絶縁低下

防護対象施設、防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス

3に属する施設及びその他の施設のうち、空気を取り込む機構を有

する計装盤については、設置場所の換気空調系にフィルタを設置す

ることにより、降下火石九物 が侵入しにくい設計とする。

なお、外気を遮断し降下火砕物による計装盤の絶縁低下を防止す

るため、降灰時には外気取入ダンパの閉止及び閉回路循環運転の実

施について保安規定に定める。

口.間接的影響に対する設計方針

降下火砕物による間接的影響である7日 間の外部電源喪失、発電 削
二
番
か
Ы

ω
Ю



ｔ
　
Ｏ
ω
ｌ
日

，
∞
ｌ
μ
μ
ｌ
騨
ω
　
ｌ

変更後

c.外部火災

変更なし

変更前

所外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対 し、原子炉及び使

用済燃料ピットの安全性を維持するために必要となる電源の供給が

燃料油貯蔵タンク及び重油タンクからディーゼル発電機への燃料供

給 (タ ンクロー ジーによる重油タンクから燃料油貯蔵タンクヘの燃

料供給を含む。)により継続でき、非常用電源設備から受電できる

設計とする。

なお、タンクロー ジーによる重油タンクから燃料油貯蔵タンクヘ

の燃料供給に用いるアクセスルー トについて、降下火砕物の堆積状

況に応 じて除去することを保安規定に定める。

c.外部火災

想定される外部火災において、火災源を発電所敷地内及び敷地外

に設定し防護針象施設に係る温度や距離を算出し、それらによる影

響評価を行い、最も厳 しい火災が発生した場合においても安全機能

を損なうことのない設計とする。

防護対象施設は、防火帯 (3・ 4号機共用、 1号磯に設置 (以下

同じ。))の設置、建屋による防護、離隔距離の確保による防護を

行 う設計とする。

重大事故等対処設備は、「5.1.2多 様性、位置的分散等」の

うち、建屋による防護、位置的分散を考慮 した設計とする。

外部火災の影響については、定期的に評価を実施する運用 とす

る。

(a)防火帯幅の設定に封する設計方針

Ｏ
ω



別 紙 6

補足資料-8

8.タ ンクローリーヘの荷重による影響について

火山灰によるタンクロージーヘの荷重影響について以下に示す。

タンクロー ジーについては、屋根部に堆積 した火山灰 と積雪を除去することも可能であ

るが、上部に火出灰 と積雪が堆積 した状態で、タンク室の支持されている最も面積が大き

い防護枠に囲まれた範囲に対する荷重の影響を確認する。

ここではタンク室を平板 と仮定し、等分布荷重が作用する4辺支持平板とする。また、

モデル化範囲は中間部に問仕切板があるため、鏡板 と間仕切板を支点と考え、図の色塗 り

範囲とする。

(1)荷重条件

・火山灰 と積雪の想定堆積荷重 :6,750(N/m2)=6,75X103(N/mm2)

・平板の自重 :7.85× 106(kg/打 ln3)※ ×3.2(■ lm)=2.46× 10~4(N/mm2)

・評価荷重 :6.75× 103(N/硼2)+2.46× 104(v帥 2)=7.00× 103

(※ )JIS G 3101「 一般構造用圧延鋼材」に基づく

N/mm2)

(2)評価結果

等分布荷重の 4辺支持条件の最大曲げ応力は以下の式 となる。

σmax=βl正  (機械工学便覧より)

βl:長方形板の最大応力の係数 (機械工学便覧より=0.61)

p,等分布荷重 (=7.00× 103N/Hlm2)

a:短辺の長さ (防護枠の幅=835Hll■ )

h:板厚 (=3.2mm)

評価都位における算出応力と許容応力を下表に示す。

表 代表都位に対する評価結果

(※ ) JEAG4601‐ 1984 れるクラス 2, 3容器の許容応力状態皿ASの一次月菓応力+
応力の許容応力に基づく

評価部位 材料 応力の種類
算出応力

(げ a)

許容応力
※

(卜lPa)
裕度 結果

タンク室 SS400 曲げ応力 291 360 1.23 O
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ユ)

I 1

b

守
d

図 4辺支持平板の評価モデル

鏡板

図 評価対象範囲

評価範囲

1630EIIn

Ⅲ■|||,||||■ ■Ⅲ

以  上
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別紙 7

(資機材等の整備)

第 18条の4 各課 (室)長は、次の各号の資機材等を整備する。

(1)所長室長および電気保修課長は、設計基準事故が発生した場合に用いる標識を設置

した安全避難通路ならびに避難用および事故対策用照明を整備するとともに、作業用

照明設置箇所以外で現場作業が必要になつた場合等に使用する可搬型照明を配備する。

(2)所長室長、発電室長、電気保修課長および放射線管理課長は、設計基準事故が発生

した場合に用いる警報装置および通信連絡設備を整備し、警報装置および通信連絡設

備の操作に関する手順ならびに専用通信回線およびデータ伝送設備の異常時の対応に

関する手順を定める。

(3)機械保修課長は、設計基準事故が発生した場合に用いるディーゼル発電機を7日 間

連続運転させるために、位置的分散を考慮して、タンクローリー 4台以上を配備する。

また、安全・防災室長および発電室長は、タンクローリーによる燃料の輸送に関する

以下の手順を定める。

(a)タ ンクローリーの燃料輸送に関する手順

(b)タ ンクローリーの輸送ルー ト確保に関する手順

(c)竜巻の襲来が予想される場合にタンクローリー 4台を鯨谷 トンネルに退避するた

めの手順

(d)タ ンクローリーの退避ルー トの確保に関する手順

大飯発電所 第 18条―牛 1/1
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別 紙 8

及び附属設備への影響評価を行 う。

なお、上記の内容については、平成 27年 2月 12日 付け原規規発第

1502121号をもつて設置変更許可を受けた高浜 3,4号炉の新規制基準適合性

審査にて平成 27年 2月 2日 に提出した「高浜 3, 4号炉設置許可基準規則

等への適合性について (設計基準対象施設等)」 のうち「第 6条 :外部からの

衝撃による損傷の防止 (火 山)」 (以下、既提出資料という。)か ら変更がない

ため、既提出資料のうち「1.1 概要」に同じ。

2.2 評価条件の設定

影響評価に用いる条件は、敷地周辺の地質調査結果に文献調査結果も参考

にして、表 1,1の とおり、堆積厚さ 27cm、 粒径 lmm以下、密度 0.7g/cm3

(乾燥状態)～ 1.5g/cm3(湿 潤状態)と して、火山灰の特性を設定した。

表 1.1 火山灰の特性

なお、火山灰と火山以外の自然現象の組合せについては、荷重の影響にお

いて、火曲灰、風 (台風)及び積雪による組合せを考慮する。

2.3 評価対象施設の抽出
「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則 (平成 25年 6月 28日 原子力規制委員会規則第五号)」 第 6条におい

て、「安全施設は、想定される自然現象が発生した場合においても安全機能を

損なわないものでなければならない。」とされている。

また、「発電用軽水炉型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指

針」 (平成 2年 8月 30日 原子力安全委員会決定)において安全機能を有する

構築物、系統及び機器に対する設計上の考慮として、「クラス 1では、合理的

に達成し得る最高度の信頼性を確保し、かつ、維持すること。クラス 2では、

高度の信頼性を確保し、かつ、維持すること。クラス 3では、一般産業施設

と同等以上の安全性を確保 し、かつ、維持すること。」が定められている。

以上のことから、図 1.2の抽出フローより、一般産業施設を超える機能維

持を要求しているクラス 1及びクラス 2に属する構築物、系統及び機器のう

ち火山灰の影響により、安全機能を損なうおそれがある施設を抽出する。

また、クラス 1及びクラス 2に属する構築物、系統及び機器を内包してい

-5-

項 目 条件 設定根拠

堆積厚さ 27cm
文献調査、地質調査及び降下火砕物シミュレー

ション結果を踏まえ、給源から越畑地点及び各

発電所までの距離をもとに設定

粒径 lmm以 下
津波堆積物調査で得られた火山灰の粒度試験

結果から設定

密度
乾燥状態  湿潤状態

0,7g/cm3～ 15g/cm3
津波堆積物調査結果、文献調査結果から設定
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る建物についても評価姑象施設として抽出するとともに、安全重要度の低い

構築物、系統及び機器であつても、火郎J灰の影響を受けやすく、当該施設の

停止等により、上位の安全重要度の施設の運転に影響を及ぼす可能性がある

場合は評価対象施設として抽出する。

なお、その他のクラス 3に属する施設については、火山灰による影響を受

ける場合を考慮して、代替設備により必要な機能を確保できること、又は安

全上支障が生じない期間に除灰あるいは修復等による対応も可能である。

評価対象施設の抽出結果を表 1.2に 示すとともに、評価対象施設の設置場

所を図 1.3に示す。

なお、上記の内容については、既提出資料から変更がないため、既提出資

料のうち「1.3 評価対象施設の抽出」に同じ。

※2火山灰を含む外気・室内空気を機器内に取り込む機構を有しない施設又は取り込んだ場合でも、その影響が非常に

小さいと考えられる施設 (ポンプ、モータ、弁、盤内に換気フアンを有しない制御盤、計器等 )に ついては、評価

対象外とする。

図 1.2 評価対象施設の選定フロー

クラス1及びクラス2のうち、特に自然 クラス1及びクラス2以外の構築物、クラス 1及びクラス 2に 力ヽ

十る構築物、系統旋び機器

を内包 している建物

火山灰の影響を受ける施設
②屋外に開口してし
取り込む施設 X⊇

)

評
価
対
象
外

施設の運転に影響を

`外部 しゃへい′ィホ屋

・外周建屋

燃料取扱 建屋

補助 一般愚=屋

中間建屋

ディ ゼルk廷 屋
・燃料取替用水
タンク′せ屋

※1クラス1及びクラス2のうち、特に自然

現象の影響を受けやすく、かつ、代替
手段によつて機能維持が困難、または、
修復が著しく困難な構築物、系統及び

機器

NO

YES

NO

<②対象施設>
・海水ストレーナ
(下流の設備を含む)

・主蒸気逃がし弁C肖音器)

・主蒸気安全弁(排気管)

・タービン動補助倫水ポンプ

(蒸 気大気放出管)

・格納容器排気衝
・】H常用ディーゼル発電機

く①対象施設>
・海水ポンプ
・復 太 タンク

YES

<③対象施設>
,制御用空気圧縮機
・安全保護系計装盤

・換気空調設備
(給気系外気取入日)

・補助建産排気筒
・耳夏フkXt儀

匠劉 設価対象施設

-6-
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別紙 9

消火水バックアップタンクの降下火砕物荷重の影響評価について

1.概 要

本資料は、消火水バックアップタンクが降下火砕物等堆積時においても、主要な

構造都材が構造健全性を有することを確認する。

2.構造概要

高浜 3, 4号機の消火水バ ックアップタンクは横置き円筒タンクであり、上面が

曲面となっていることから、タンク上面に降下火砕物が堆積しにくい構造であるた

め、影響は軽微 と考えられる。

約 4m

厚 さt=25mm

図 1 消火水バ ンクアツプタンクの構造

3.強度評価

本資料では、保守的な想定としてタンク上面に、積雪 100cm、 火山灰 10cmを堆

積させた条件で、消火水バンクアツプタンクの胴板ならびに支持脚の評価を行 う。

消火水バックアップタンクは、「工事計画認可申請書 資料 13 丹可添 1 火災防

護設備の耐震性に関する説明書」にて耐震評価を実施 している。具体的には、基準

地震動 Ss設計用加速度 (水平 8.59m/s2(=約 0.88G)、 鉛直 5.88nザ s2(=約 0.60G))

に対 して、胴板の俗度は 2.4以上、支持脚の裕度は 10,3以上であることを確認 して

いる。

タンク上面への堆積を想定した火山灰及び積雪の質量は 20,190kgであり、消火

水バックアップタンクの質量 147ぅ 000kgの約 14%に相当する。

つまり、タンク上面に積雪および火山灰を堆積 させた状態は、胴板および支持脚

に紺 して、タンク単体の自重による荷重に鉛直加速度 0,14Gを加えた状態と等価で

ある。

一方で、耐震評価では、タンク単体の自重に鉛直加速度 0.60Gを加えた状態で応

力評価を行つてお り、その結果、十分な裕度を有 していることを確認 している。

以上のことから、耐震評価は、火山灰及び積雪を堆積させた強度評価を包含 して

いるものと考えられる。

＼

T
/

約 31a] 約 14m
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積雪 100cm、 火山灰 10cmを想定

ド

ゴ

図2 強度評価における積雪・火山灰の想定

表 1 消火水バックアップタンクの耐震評価結果

評価部位 材料 応力
基準地震動 Ssに よる応力

裕度
評価応力 (MPa) 許容応力 (MPa)

胴板 SS400

一次一般膜 17 240 14.11

一次 60 360 6.00

一次十二次 97 235 2.42

支持脚 SS400
組合せ 27 279 10.33

座 屈 0.06 1 16.66
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ネ甫足 8

構造強度の設計における保守性の担保について

1.概要

本資料は、降下火砕物等堆積時における構造強度設計において変更を伴った評価手

法及び評価条件に対する保守性の担保について説明をするものである。なお、防護すべ

き施設を内包する建屋 (建物 。構築物)の評価手法の変更に対する保守性の担保につい

ては、補足 3「降下火砕物等堆積時のおける鉛直荷重に対する建物 。構築物の評価手法

についてJに示す。

2.保守性の担保

2.1,屋 外タンクの屋根板の評価温度

屋外タンクの屋根板の評価温度は表 1の とお り今回変更しているが、屋外夕

ンクの屋根板上部には、降下火砕物に加えて雪も堆積 させて評価を行つている

ため、周囲環境温度 40℃を用いて評価することは、積雪との接触及び冬季の外

気温を踏まえても保守的な設定となっている。また、夏場では直射 日光でタンク

の屋根板温度が上昇する可能性があるが、その一方で積雪はないため荷重条件

の厳 しい積雪を考慮 した冬季を想定して評価する方が保守的であることを説明

する。

冬季 と夏季での評価結果の比較として、屋根板の評価温度の変更による許容

応力及び積雪を除いた場合の発生応力を別紙 1に示す。

別紙 1よ り、荷重条件の厳 しい積雪を考慮 した冬季を想定して評価する方が

保守的な評価 となることを確認 した。この要因は、冬季と夏季を比較すると、夏

季では発生応力は40%程度低下するが、許容応力は最大でも20%程度しか低下し

ないことにより、冬季の条件が厳 しくなつているものである。

なお、美浜 3号機の復水タンクに接続 されるスピルオーバー管の内部流体は、

100%出 力運転時のヒー トバランス温度が約 34℃ であることから40℃ を超えるこ

とはない。燃料取替用水タンクは、ほう酸水を含有しており、27℃～37℃で温度

管理されていることから、屋根板は 40℃ を超えることはないc

表 1.屋根板の温度条件の既認可からの変更点

サイ ト 復水タンク 燃料取替用水タンク

美浜 3号機 80kD  =⇒  40HD 95k3  ⇒   40HD

高浜 1, 2号機 変更なし (40℃ ) 95k3  ⇒   40R3

高浜 3, 4号機 変更なし (40℃ ) 屋内設置で評価対象外

大飯 3, 4号機 屋内設置で評価対象外 屋内設置で評価対象外
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2 2.屋外タンクの風荷重の考え方

水平方向の風がタンクに作用 した場合、胴板上部に作用 した風の一部は屋根

板側に流れ込むことになる。そのため、屋根面上部では、屋根面上部を流れる風

に加えて胴板から流入 した風も加わることから流速が上がる。屋根面上部の流

速が上がることで、屋根面上部では動圧が上昇 し、静圧は減少することから、屋

根部には上向きの荷重が作用する。

建築物荷重指針では、風力係数を用いて風荷重の算出を行つているが、今回の

ようなタンク形状の場合、風力係数はマイナスとなり、風荷重は鉛直上向きの荷

重となることが示されている。建築物荷重指針の抜粋を別紙 2に示す。

したがって、水平方向の風荷重が作用すると、鉛直上向きの荷重が働き、鉛直

下向き荷重が低減されるため、保守的に風荷重は考慮していない。
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別紙 1

※1:夏季の発生応力は、冬季の発生応力からの比例計算

(夏季の発生応力)=(冬季の発生応力)× (夏季に考慮する荷重)/(冬季に考慮する荷重)

施設名 想定する季節 荷重 発生応力 許容応力 裕度

美浜 3号機

復水タンク

冬季 (40℃ ) 6,762N/m2 283MPa 360MPa ○

夏季 (80℃ )

3,762N/m2

(▼ 44%)

157MPa※ 1

(▼ 44%)

340MPa

(▼ 6%)
○

美浜 3号機

燃料取替用水タンク

冬季 (40℃ ) 6,922N/m2 247MPa 307MPa ○

夏季 (95℃ )

3,922N/m2

(▼ 43%)

140MPa※ 1

(▼ 43%)

259MPa

(▼ 16%)
○

高浜 1, 2号機

燃料取替用水タンク

冬季 (40℃ ) 7,672N/m2 248MPa 307MPa ○

夏季 (95℃ )

4,672N/m2

(▼ 39%)

151MPa※ 1

(▼ 39%)

259MPa

(▼ 16%)
○
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男可和氏2

【「建築物荷重指針 。同解説」 (社)日 本建築学会(2004)】 (抜粋)

-36- 建纂鞠荷重韓多子

AOh2.3構 造骨組用の内圧係燃

構造骨懇用T)為圧係数は,F痕 働甚機♂)大 きさや位置に応もて適切に定めなければならない。た

だと,開毎
ti建逮集鞠の幾歴係数は,表 A6.11'こ より定めるぅ

嚢 A6.11 閣餓型建築物の角歴篠数〔,,i

(:,i

0ま たは-0,4

A8.餌 構造骨組用の風カイ系数

(1)円影平面をもつ建禁物の風力係数て,D

癬形¥騒:を もつ建襲絢つ風力係数は,嚢 A6.12ここより定める。ただと,Dと′樹≧6(舶株)で ,.7

スベクト比 PrDが 8以下の甦集勧 :こ のみ適用する◆

衰 A6,42 翔形平面をもつ楚熱機の風ぬ係数て,D

CD華 1,雛〔極転

:ア スベクトととの影響を表す擦数

:表面組奉の影響を表す係数

:高さ方駒分森係数で,表 A6.8'こ より定め心趣

ただし,0.8汀 <為 のとき
`虫

た霊患0,32■ と

する。

戸 =カ

た衰

打ゴつて1 ユ轟打rD≦ 患

¬
で

た，

娩

乾

「

脅

ど

1韓

(l.6 0.宜打′

たを

船もかな表面 (金属予コンクリート棄繭専誓

速なカーチンウォール等)

軽な棄
‐
歯
‐
(外経の I鶴程度の問邊の歳〉るカー

テンウォー‐勝等)

D:速 纂物の捧雑 (m)

rf:基攀高さ(輝 1)

為 :表 A6.31こ 進める蔦さ(in,

9:表 A6.3'こ建めるパラメータ

0,75

0,9

夢卜常に墟な表函て外後の S鶴程度こ′〉世lこと, 】
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o傘 最僣盆 =魯6: 一

圧の変動桂状とこは`建築物内寄;の容織〔と対する嫌綴々調Elの構女t才的な☆吾さが関係する。本項

で1ま ,'ょ疑瀑鋳 ず)ド導圧 :こ 最も大きを影響を及燃すと考えらオとるalお よぴ b〕 の要題を考感し,系雄

持′ふ・シミュレーシヨンの錬暴:こ 基づ患tF瀦鎮理建禁働♂〕殉を重係数を鑓定した。すなわと,外驚

函とこ疎錮や開掛が一み装争三分布与.そオとらの繰閣や轟盛から外圧力て建築物向由r)に 伝達きれ鶏圧が

影威さをとるという仮定のもと〔ミ,犠々の形状の建装奪効iこ ■
'い

て内圧の時間平均十自を捧建感ヨ与),

それら柱基づき殉歴係数の推

`と

'慎 を与えた。

lとかの妻閥の影響も大きいと考えられる埼書:こ 孝ま=それらび)影響も考感した検討ガ碁要であ

る。鶴えぽt建築物内纂海蕉気警な闘仕増〕り等ととまり分御lさ 津■てを主る場合寺とは,内妊は建崇犠全

体で一隷韓iま ならず,こ )の影響を考慮する必要静fあ るこ審量の大きな空羅機構を理転した場を

任lま e)の影響が大きくなり,換緯遺のよう:こ 屋機や外鐘静t暴な構造鞠でl放 うの影響が大き尊ヽ.

また,h}'こ 関してとま,数】義時tt飛兼聴様より風血壁面の憲ガラス等が破壌すると,そ こからJ蛋鷺

ポ吹き込んで向極が患敵に上昇することが避根の飛紋等の源I遷 臨なる患とが多く,逮意が必要

であるゅ

AGユ,4 構造骨組用の風力係数

(I〕 辮浮・平函をもつ建纂釣び)風茂,係数 CD

円形平面をもつ盤纂梅ば
'風

‐
力係数iま ,レ イノルズ数,気滋粂俸,7スベクト比 μF:)や表面機

きの影響を受とする。

語翼A6_2.2'働 離`表面が極めて論らかな二次元閑機の一様流中での常島力欅敬ごDげ》レイノルズ

数による変1と を示す。ここでtレ イノルズ敬とまRr tt JDryで定義されてI,ゝ る専ただし,υ ,ど,1

ytま ,そ綾■ぞどこ龍速t円柱の外経,流体の読

'盤

性係数である。なお,流速 [′ をt箇

'S),外

後 Dを

〔鵬)の単位とするとき・ 食気中での歩ギブルズ数は,Rご 藉フJD x 104と 計算きれる。図 A6.2.2

4ξ 虫れ,r,驚ど=2Xlぼ ～S X lo6 F)範藤でごェ)(ま 大きく変化する。翔牽豊まわりの流れは,通

常磯 A6,2,2に 示す農み1二・「亜藤界域と,争障l罪域ユ,「選出界域ど,お 虫ぴ,「極組盛募裁Jの 4領

熾 ,ミ 分けて考えられるこ畿風を対象ととた埼合,建纂物のレイノルズ数1ゑ 極超懇雰域にあるの

で,本類で強この額域を女す象奪ミ風力操数 (IBを定す,た。
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園 A6.2虚  喪麗が権めて滑らかな工次元鋼権〔″)―様麓です》焼力繰数ごDと

レイノルズ数食どのコ鳴係壽)
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踊魅リアスベクトとtや表函組きは風ダ夢係数〔IDに大急な影響を及IFす。特とこ,表面越とは権

越郎界域でのCDを大きく変化させる。事項でl才,アスベクト比打′Dの影響を係数 l々で,纏趨

臨界蛾での技面組きの影響を係数娩で考慮した拗。

路緯 の

'1拝
1亀数 と土̂ 差 馬 _10とこ乗十 ドーム應お甚のを解 転 留をめ ら五 rどん =偽 発、P)売 Jn=E五

「

―蒟2- 建鱗鞠荷重指針・掛説

(2) つ r) ご侵

独立、丘選の構各,最根♂〕下にも風が流れ,最長の上面だけでをく下面にも大きな変動風歴が

作用する。議根 iミ 律需すみ風力lま 止T面 0こ 伸用する風

'こ

の義であり,数宝i量の増舎に1ま掘鎖

理建纂鞠幸工鷺べて爾者の報関が癌く,それぞ1■切り離して扱うことほできないので,最力係数

を直接与えた。なお1本環に承す風力係数は,基1襲高さ秀=概葦金:(比電ュ以下の邑検を対象とした風

潤実験結果に基づ等ヽているため,鶴霊浅0)滋露できる小逮穣な建築鶴 |こ 利用を,長定しているこ

表 A6.laに示す風力係数 tよ =切妻最根て屋機宏,配 θ>0° )や翼紙1騒模 (巖機為濁已θく
9° )の

風とならびとこ風下諄分に作用する最大おまt〆最小ピータ風ガじ係数に関する風酒実験結果と講外

l弱の基競連を参考阜ことて定めたものである鋤
ョ既雀す)実験結暴のlこ とんどが達根五,配圭 30° ま

での範置舗を対象としているため,事項の規定もとの範囲に季lttlを醸走むた。また,表の風力穏

数は,屋 1健の下|こ流れを進るような大きな速蔽鶴がない状態を想定したものである。閉基準デづ電

SO勇 を超えるようを大きな進議物が蔵様の下にほかせlる と,疑根下顧手の風証が上昇とて大きな

咬き,とげ力おて律用するととが多VL。 このような場合にとよぅ風溺実母残等により適雪Dに風力係数を

建める必要捻である。

(3)ラ チス謹磐根構造鞠の風力係数じ切

一般に,チス理磐1大構途鞠でl虫 ,l題 々♂》部奪お'1よ その幅が続面のサ法に比べて十分卜に小さく対

称に西こ越きすとるので,構函全体に働く風プづlと,平
'等

的とこは風方I衛の統力のみとみなすことがで

きる。構面全体げ),島
‐
メJ嫌線材等各要素の携力♂)慕ほをとることで

'學

られる。卸ぅ‡オまわりの流れlま

その勅所〔つ〕魂r亀 の持機のみに支配されるので,善都材の構れ幻〔よ直接件用する芸議高さの連産歴

Iミ 比伊Bす る。このような考え方に基づき1 ラチス襲搭状器造勘の風力の算定法とこl虫 ,構海の充

実率ψ手こ対応ェみた風力係数に縮面の正対縦影面積を楽じて算定する方波,お よび・ 悩々f)帯材

等r,風力係数と見付面機を乗したものを合計して算定する方法魏
(一般に

'書

ととを集計猿」を呼ば

れる)と が操用されて孝ヽる撃彰`ずれの場合も,充実率が小さいこと崎ξ競縫となっており,本項で

は前輩の方法を韓剛じt充実率ψが Ot6以下の虫勝舎とこつセ再て風力係数 G駒 を承した。

風力係数 CDは,充実率ψ,構造
J機の平雷形状。盛岳材の再,顧i形旗 :こ より表 A6.Hで与えら奪と

る。ここです
'充

纂華ψ il,一構函の都ほオやゲレートによる重女す投影l露織 Asを外郭面較Ac(=患丁歯〕

で除したもす)であ拶t熱向が博蘭喜に正対する場合の風生面とこつヤエて簿開毎とこ求め為at頂可じ高さ

であれぽ各籍面″Ⅲ充実率¢手ユ等しいと考え,充実率ψの算定にl註風T関のトラスや トヨス以夕掌

の付届材l放著藤とで鼈.毎 ないこ付属材掟緯黒する猟ナJは ,嚢 A6.16に 示す都材め風力係数や猟濡

翼験等によつて求め,率頚で求めたラチス理磐織幹遣物全体〔ミ作用する風力に力露算する必嬰力ぞ

ある。

構造絢ダ)平爾影故をして4騨ヴ)正方影平額教3脚め正三角形平面,評歩材♂)露機影栽ととて憲綸

形鯛と関形鋼管い
'チ

ス型等絞構造鞠の風ナづ係数を与えたこ3晦の正三角形平面す〉嵐力爆飲は,

表 A6.14の圏 こヽ示す 2種類の猟向 ,こ対とてF輔 と性である。齢材が隠形鶴管の場書とこl猷 レイノガとア
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(B)円形平置のドーム屋授の外圧係数ご鮮

,珂影平函のドーム機犠♂)外騒係数は表A6.10に より定めるこ

表A6.10 円形平面のドーム屋機の外圧係数モデ鮮
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補足 9

評価部位の網羅性について

1,概要

本資料は、防護姑象施設及び防護すべき施設を内包する建屋の評価部位の網羅性に

ついて詳細に説明を行 うものである。

2.評価部位及び構造強度評価対象都位について

降下火砕物等堆不貢時における構造強度設計では、施設毎に評価部位を網羅的に抽出

している。

下表に設備毎の評価部位を網羅的に抽出した結果及び評価対象部位の選定の考え方

について整理し、下図に概略図を示す。なお、評価対象部位は、既工認から変更はない。

防護すべき施設を内包する建屋の評価部位の網羅性及び代表性については、別紙に

示す。
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評価部位 評価対象部位の選定の考え方

屋根板 構造強度評価を実施。

胴板 構造強度評価を実施。

基礎ボル ト 構造強度評価を実施。

管台
円筒形状であり、降下火砕物により有意な影響を受けな

いため評価対象外

底板
底板は基礎ボル トと比べて荷重を負担する面積が大きい

ことから基礎ボル トの評価に包絡される。

表 1.屋外タンク

管台
※

管台※

※ 補助給水、補給水、スピルオーバー等の管台

屋根板

基礎ポル ト

底 板

図 1 屋外タンクの概略図
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評価部位 評価対象部位の選定の考え方

電動機 フレーム※1 構造強度評価を実施。

外扇カバー 海水ポンプは耐震設計上重要な機器であることから、

十分な構造強度を有 した機器であり、降下火砕物に対し

ても十分な構造強度を有 している。代表部位 としては作

用荷重※2に比べて小さな受圧面積を持つ電動機フレーム

を評価対象部位 としている。

電動機支え台

吐出 しエルボ

表 2.海水ポンプ

※ 1美浜 3号機及び高浜 1,2号機の場合、代表都位は下都ブラケットになるが、基本的な考え方は

高浜 3, 4号機及び大飯 3, 4号機の電動機フレームと同じである。

※ 2電動機フレームには降下火砕物、積雪、風、自重に加えてポンプスラス ト荷重が作用する。

外扇カバー   :

電動機フレーム

電動機支え台

吐出しエルボ

海水

図 2 海水ポンプの概略図
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別紙 防護すべき施設を内包する建屋の評価対象部位の網羅性及び代表性について

1.概要

本資料は、降下火砕物に対 して防護すべき施設を内包する建屋の評価対象部位の網羅性及び

代表性について説明する。

なお、本資料は、以下の資料の補足説明をするものである。

関原発第 192号 (美浜 3号機 )

・ 資料 4別添 14 建屋の強度計算書

関原発第 193号 (高 浜 1号機 )

。 資料 14男け添 24 建屋の強度計算書

関原発第 194号 (高 浜 2号機 )

・ 資料 14胡町添 24 建屋の強度計算書

関原発第 195号 (高 浜 3号機 )

。 資料 4別添 14 建屋の強度計算書

・ 資料 4別添 21 強度計算書

(高 浜 4号機 )

14 建屋の強度計算書

(大飯 3号機 )

13 建屋の強度計算書

(大飯 4号機 )

13 建屋の強度計算書

(美浜 3号機 )

・ 資料 11157別紙 自然現象 (火 山・風)に対する評価について

関原発第 213号 (高 浜 1号機 )

・ 資料 12158別紙

・ 資料 121510丹U紙

自然現象 (火 山・風)に対する評価について

自然現象 (火 山・風)に対する評価について

関原発第 367号 (大飯 3号機 )

。 資料 1215-7別紙 自然現象 (火 山・風)に対する評価について

関原発第

・ 資料

関原発第

。 資料

関原発第

・ 資料

関原発第

196号

4別添

197号

4別添

198号

4別添

212号

本資料の一部については、特定重大事故等対処施設に関する秘密事項を含んでいるため、公開できません。

81



2.評価対象部位の抽出

2.1 降下火砕物堆積による影響がある部位及び評価対象部位の抽出の考え方

降下火砕物堆積時には、防護すべき施設を内包する建屋が、防護すべき施設に降下火砕

物を堆積 させない機能を維持する必要がある。降下火砕物は屋根に堆積することから、防

護すべき施設に降下火砕物を堆積 させない機能を維持するためには、屋根が崩壊 しないこ

とが求められる。屋根を構成する部位は以下のとお りである。

a。 屋根スラブ (ド ーム部を含む。)

b.二次部材の梁

また、屋根に作用する鉛直荷重は、屋根を支持する架構や基礎を介 して地盤まで伝えら

れる。屋根から力が伝達 される部位は以下のとお りである。

c.基礎

d,耐震壁

e.柱

f.ト ラス 。一次部材の梁

※ トラス及び一次部材の梁については、柱及び耐震壁 と共に主架構を形成 してい

ることから、屋根でなく屋根から力が伝達 される部位に分類 した。

屋根は鉛直荷重のみを受ける部位であ り、鉛直荷重に対する設計を行つている。また、

屋根から力が伝達 される部位は耐震要素であ り、屋根を支えるとともに、地震時において

も建屋の健全性を担保する必要があることから、屋根部も含めた重量などの鉛直荷重も組

み合わせた上で、地震荷重に対する検討も行つている部位であり、鉛直荷重単独に対 して

は余裕がある。

したがって、降下火砕物に対 して防護すべき施設を内包する建屋では、屋根を構成する

部位を評価対象 とし、屋根から力が伝達 される部位は評価対象 としない。

次節以降では、降下火砕物堆積による鉛直荷重の影響を受ける部位について、部材毎の

構造的特徴を踏まえて、評価対象部位の代表性を説明する。

82



2,2 評価対象部位の代表性

2.1節で抽出した a.～ f.の 各部位の うち、屋根スラブ及び二次部材の梁を降下火砕物堆

積時において鉛直荷重に抵抗する評価対象部位 として代表する理由を以下に示す。

屋根スラブ

屋根スラブは屋根を構成する部位であり、降下火砕物堆積による鉛直荷重を直接負担

する部位であるため、降下火砕物堆積時の評価を実施する。

b.二次部材の梁

二次部材の梁は、屋根を構成する部位であり、降下火砕物堆積による鉛直荷重を直接

負担する屋根スラブと同様に二次部材であるため、降下火砕物堆積時の評価を実施する。

基礎

基礎は、建屋全重量を負担 してお り、降下火砕物堆積による荷重の増加は建屋全重量

に対 して軽微であるとともに、圧縮力に対 して大きな余裕がある部位であることから、

降下火砕物堆積時の構造健全性は確保できる。

なお、接地圧に対する地盤の支持力の確認についても同様である。

d.耐震壁

耐震壁は、層 として負担するせん断力の影響が大きい部位であり、軸断面が十分に大

きい鉄筋コンクリー トで構成 されることから、圧縮力に対 しては大きな余裕がある部位

である。 したがつて、降下火砕物堆積時の構造健全性は確保できる。

柱

柱は曲げモーメン ト及び軸力に対 して設計 されている部位であり、地震時には曲げモ

ーメン ト又はせん断力の影響が大きいことから、圧縮力に対 しては大きな余裕がある部

位である。 したがつて、降下火砕物堆積時の構造健全性は確保できる。

f。 トラス・一次部材の梁

トラス及び一次部材の梁は、柱・耐震壁等 と共に主架構を形成する部材である。

主架構は耐震評価を実施 してお り、屋根を支えるとともに、地震時においても建屋の

健全性を維持する必要があることから、屋根部も含めた重量などの鉛直荷重も組み合わ

せた上で、地震荷重に対する検討 も行つている。したがつて、鉛直荷重単独に対 しては

余裕があることから、降下火砕物堆積時の構造健全性は確保できる。

C

e
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なお、 トラス及び一次部材の梁の中でも、降下火砕物堆積時に鉛直荷重によつて影響

が大きい可能性がある大スパンの トラス及び一次部材の梁について、参考に降下火砕物

等堆積時及び地震時の鉛直荷重の比較を参考資料に示す。地震時の鉛直荷重は、降下火

砕物等堆積時の鉛直荷重よりも大きいことから、降下火砕物堆積時においても構造健全

性は確保できている。

3。 まとめ

本設工認において、降下火砕物に対 して、防護すべき施設を内包する建屋の評価対象部位は、

屋根スラブ及び二次部材の梁 とする。
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参考資料 降下火砕物等堆積時及び地震時における鉛直荷重の比較について

主架構を構成する部位の うち、鉛直荷重の影響が大きく、耐震評価で断面の評価を実施 してい

る大スパンの トラス及び一次部材の梁について、地震時に作用する鉛直荷重が降下火砕物等堆積

時に作用する鉛直荷重を上回ることを示す。

大スパンの トラス及び一次部材の梁に作用する降下火砕物等堆積時及び地震時の鉛直荷重を第

1表 に示す。

第 1表 大スパンの トラス及び一次部材の梁に作用する

降下火砕物等堆積時及び地震時の鉛直荷重

※1:降下火砕物堆積時の鉛直 重は Fd+Sl+Fv、 地震時の鉛直荷重は (Fd+Sk)× (att g) gと して算出。

ここで、

Fd:常 時作用する荷重         Fv:降 下火砕物堆積による鉛直荷重

Sl:積 雪荷重 (降下火砕物堆積時)   a :地 震による鉛直加速度

Sk:積 雪荷重 (地震時)        g:重 力加速度

※2:平成 28年 10月 26日 付け原規規発第 1610261号 で認可 された美浜 3号機工事計画の資料 13164「原子炉

補助建屋の地震応答解析」を参照。

※3:平成 28年 6月 10日 付け原規規発第 1606104号で認可 された高浜 1号機工事計画の資料 13-164「 原子炉補

助建屋の地震応答解析」を参照 c

※生 平成 28年 6月 10日 付け原規規発第 1606105号で認可 された高浜 2号機工事計画の資料 13164「原子炉補

助建屋の地震応答解析」を参照 (

※5:平成 27年 8月 4日 付け原規規発第 1508041号高浜 3号機工事計画の資料 1316-6「 補助一般建屋の地震応

答解析」及び資料 1317-68「 中央制御室遮蔽の耐震計算書Jを参照 (

※6:平成 27年 8月 4日 付け原規規発第 1508041号高浜 3号機工事計画の資料 131772「 原子炉格納施設の地

震応答解析」を参照。

※7:平成 29年 8月 25日 付け原規規発第 1708254号で認可 された大飯 3号機工事計画の資料 13-17作 2「原子炉

格納施設の地震応答解析」を参照。

鉛直荷重の和※1

(N/m2)
菩Б位建 屋プラン ト

12,200降下火砕物等堆積時

20,900
トラス

地震時
燃料取扱建屋※2

美浜 3号機

降下火砕物等堆積時 13,400

地震時 19,100
トラス燃料取扱建屋※3

高浜 1号機

降下火砕物等堆積時 13,800

地震時 30,800
トラス高浜 2号機 燃料取扱建屋※4

40,300降下火砕物等堆積時

67,100地震時

原子炉補助建屋※5

(中 央制御室遮蔽 )

トラス高浜 3, 4号機

14,500降下火砕物等堆積時

32,800
一次部材の梁

地震時
燃料取扱建屋※6

高浜 3, 4号機

15,300降下火砕物等堆積時

38,200
一次部材の梁

地震時

原子炉周辺建屋※7

(燃料取扱室上屋 )

大飯 3, 4号機
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